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はじめに 

 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が、令和３年９月 18日に

施行されました。この法律は立法の目的を「医療技術の進歩に伴い、医療的ケア

児が増加するとともに、その実態が多様化し、医療的ケア児やその家族が、個々

の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすること

が重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援

に関し、基本的な理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも

に、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策等について定めることによ

り、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資

し、もっと安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与するこ

と」としています。また、この法律では、学校の設置者に対して、その設置する

学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアその

他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講

ずるよう努力義務が設けられています。 

平成 31年３月 20日付け文部科学省初等中等教育局長通知「学校における医療的

ケアの今後の対応について」(以下「平成 31 年通知」という。)では、小・中学校

等を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施す

る際に留意すべき点等が示されています。 

広島県教育委員会では、平成 30 年度から令和２年度まで、文部科学省委託事業

「学校における医療的ケア実施体制構築事業」を受託し、個別性の高い医療的ケア

児と高度な医療的ケアに対応できる組織作りを目指して、医療的ケア児の病態の悪

化の予防につながる教育と医療的ケア実施体制の構築に取り組んできました。 

医療的ケアについては、その実施の可否にばかり目が向けられがちですが、「な

ぜ、その医療的ケアの実施が必要になったのか」といった背景を教員と看護師が一

緒に把握し、病態を悪化させない取組を実施していくことが重要です。このような

取組が、高度な医療的ケアに対応できる医療的ケア実施体制整備の基盤となると考

えます。 

 広島県立学校医療的ケアハンドブックは、こうした視点に立って、作成していま

す。関係者の相互理解を深めていく上での一助になることを願っています。 
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広島県教育委員会 
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県立学校（以下、本文では「学校」という。）における医療的ケアについては、平

成31年通知別添及び令和３年「障害のある子供の教育支援の手引」別冊「小学校等に

おける医療的ケア実施支援資料～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～」

に示されている内容を基に学校の医療的ケア実施体制を構築します。 

１ 健康状態の把握 

２ 教育と医療の連携・協働 

３ 医療的ケアサポートマップ 

４ 病態の変化への対応 

５ 組織的な医療的ケア実施体制の整備 

６ 医療的ケア実施手続 

７ 広島県立特別支援学校の医療的ケア実施体制における人工呼吸器管

理のためのガイドライン 

８ 旅行・集団宿泊的行事において、新たに必要となる医療的ケアの実

施について 

９ 市町立学校における医療的ケアガイドライン（参考） 

 

１ 健康状態の把握 

平成 31年通知別添「１.医療的ケア児の『教育の場』」において「（１）医療的ケア

児の教育に当たっては、児童生徒等の安全の確保が保障されることが前提であるこ

と。」と示されています。このように、学校教育は生徒等の健康と安全が大前提です。 

特に、基礎疾患があり医療的ケアを必要としている生徒等については、学校は保護

者や主治医、指導医等と十分にコミュニケーションを図り、生徒等の状態に応じて適

切に医療的ケアを実施することが大切になります。 

 医療的ケアの実施で重要なことは、衛生や手技の安全性の他に、生徒等の健康状態

の把握があります。対象の生徒等の状態は個別性が高くなっており、一人一人の状態

を丁寧に把握するよう努めます。これは、動脈血酸素飽和度(SpO2)や脈拍、呼吸回数、

体温等の数値だけでなく、日頃から生徒等の顔色や表情、全身状態等を通じて、活動

と休息のバランスや、学習の継続の可否等を判断する必要があるためです。こうした

判断は、指示書の内容を基に看護師が中心となって行いますが、担任等が看護師と情

報を共有し、健康状態を把握することが、生徒等の健康と安全を守る上で重要になり
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ます。 

 

２ 教育と医療の連携・協働 

 平成31年通知別添には、「医療的ケア児の可能性を最大限に発揮させ、将来の自立

や社会参加のために必要な力を培うという視点に立って、医療的ケアの種類や頻度の

みに着目して画一的な対応を行うのではなく、一人一人の教育的ニーズに応じた指導

を行うこと。」と示されています。医療的ケアに係る通知において、教育的ニーズが

取り上げられたのは初めてです。このことは、対象の生徒等として重症心身障害児だ

けでなく、知的障害や肢体不自由のない生徒等が増えていることを示唆しています。

例えば、適切な医療的ケアの実施とともに、保有する感覚の活用や姿勢・運動等の学

習（自立活動主の教育課程）を通して、病態の悪化を予防する力を身に付けることを

目的とする重度脳性まひ等によるたん等の吸引や経管栄養が必要な生徒等だけでな

く、準ずる教育課程及び知的障害者である生徒等に対する教育を行う特別支援学校に

おける教育課程を履修する中で、自己の疾患の理解や管理（ケア）について学び、自

立に向けて力を身に付けることを目標とする気管孔ケアやインスリン療法等が必要

な生徒等がいることを示しています。 

 このように、対象の生徒等に対して教育と医療がアセスメントを共有し、それぞれ

の立場から共通の目標に向かって実践することを目指すことが必要です。 

 

３ 医療的ケアサポートマップ 

 対象の生徒等のアセスメントを共有し、教育と医療がそれぞれの立場から実践する

ために目標や内容等を示したものが、個別の教育支援計画（教育）及び看護計画（看

護）です。令和２年度「学校における医療的ケア実施体制構築事業」において、モデ

ル校が取り組んだ医療的ケアサポートマップ（図１）は、医療的ケアに係る内容を中

心にして、これら二つの計画を統合したものです。生徒等の疾患・障害の理解と管理

(ケア)や病態の悪化の予防には、教育(自立活動)と医療が連携・協働して取り組むこ

とが必要です。また、医療的ケアや緊急対応は看護が中心になりますが、教育とアセ

スメントを共有することにより、スムーズで適切な実施、判断ができるようになりま

す。 

 複数の医療的ケアや高度な医療的ケアを必要とする生徒等が増えており、身近にい
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る教員が、生徒等の細かな変化に気付けるようになることは、より安全な医療的ケア

につながります。 

 こうした取組を保護者や主治医、指導医（学校医）に理解してもらうことが、生徒

等を中心にした関係者のコミュニケーションの充実につながります。 

 

【図１】医療的ケアを必要とする生徒等の医療的ケアサポートマップについて（解説） 

PVL（脳室周囲白質軟化症）による脳性まひで、未定頸、咳嗽反射が弱く、たん等の吸引や

経管栄養を必要とする場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】は、PVL（脳室周囲白質軟化症）の生徒等の例です。Ａは、基礎疾患と付

随する合併症、入院治療歴、障害の状態です。Ｂの病態とは、基礎疾患等に起因する

心身の機能を指します。この例では、後弓反張(オピストーヌス)やジストニアによる

後頚部の過伸展、下顎の後退、舌根沈下、側弯や咳嗽反射の低下による呼吸障害と嚥

下障害を示しています。学校で医療的ケアを実施するためには、主治医のＣ指示書が

必要です。主治医は、生徒等の健康状態や医療的ケアの内容、緊急対応について看護

生徒等 
保護者 

Ｄ生徒等の健康状態や医療的

ケアの実施に係る説明 

 学校の実施体制や保護者の

役割の理解等 

教員等 

Ｇ自立活動の指導 

健康状態の把握 

姿勢・運動・動作 

病気の状態の理解と生活管理等 

主治医 

Ｃ疾患や病態に係る説明と

医療的ケアの指示、生活上の

指導助言等 

指導医（学校医） 

Ｈ個別の実施マニュアル等の確認 

 個々の実施に係る指導助言 

 学校状況をふまえた主治医との連携

等 

Ｂ病態 

たん等の吸引 

経管栄養等 

看護師 

 

学校（校長等） 

 

Ｅ健康状態の把握（看護度） 

Ｆ医療的ケアの実施 

学校生活上の支援・配慮等 

医療的ケア実施体制の構築 

関係者の連携協働 

Ｉ情報共有 

共通認識 

 

Ａ 

基礎疾患等 

個別の指導計画 

個別の教育支援計画 

指示書 

看護計画 

後頚部の過伸展 

嚥下障害 

低 換 気 

医療的ケア実施状況

の確認と指導助言 

健康状態の報告 

学校との連携・協力 
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師に指示します。看護師は指示書により、Ｅ健康状態の把握（看護度）やＦ医療的ケ

ア等を実施します。この例では、たん等の吸引と経管栄養が医療的ケアの種類です。

医療的ケアは決して機械的なものではなく、生徒等の日頃の状態を念頭に置き、でき

るだけ生徒等の呼吸や嚥下を促しながら身体的な負担を考慮して実施します。この内

容は、医療的ケアと自立活動になります。教員等は基礎疾患等や病態をふまえてＧ自

立活動の指導にあたります。これは、生徒等の覚醒状態や呼吸状態等の実態把握に基

づき実施します。ここで、教員等と看護師との連携が課題になります。つまり、Ｂ病

態の改善を共通の目標として、互いにＩ情報を共有し共通認識に立ち、それぞれの立

場から実践します。このＩ情報共有に係る観点に違いがあると、健康観察や医療的ケ

アの実施が不十分になったり、授業の頻回な中断につながったりします。 

医療的ケアサポートマップは、このように教員等と看護師の連携のためのツールに

なります。また、保護者に対して教員等と看護師の連携内容について感想や意見を求

めています。このことは、医療的ケアの実施に係るＤ保護者の役割や責任についての

理解につながります。こうした考え方は、平成 31年通知別添「４.学校における実施

体制の在り方」に示されています。 

指導医（学校医）の大きな役割は、Ｈ個々の実施に係る指導助言です。日頃の連携

相談に加えて、医療的ケアサポートマップによる教員等と看護師の連携協働及び保護

者と学校の連携協力について情報提供することは、学校の医療的ケア実施上の課題に

ついて、より深い理解につながると考えます。 
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【医療的ケアサポートマップ（例）】 
  特別支援学校  中学部 第２学年  氏名        
幼児児童生徒の状態及び教育・看護の目標 
 
 

 

教育 アセスメント（実態把握） 看護 
【健康状態把握の観点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【自立活動の指導内容】 
・登校時の健康観察後に全身の運動を実

施。 

・脊柱及び口腔周囲の柔軟性を高めた後

水分摂取。 

・固有受容覚、前庭覚の活用 

・換気（気道確保、胸腹部の動き）に留

意した学習姿勢の保持。 

・寝返り等体幹の運動 

・給食の準備（口腔ケア等） 

・バイタルサインの記録 

 

１  基礎疾患、合併症 【健康状態把握の観点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【看護の内容】 
・定時の健康観察でバイタルチェック。

（体調不良時はケアルームで経過観察。

状態によりケアルームで授業。） 

・覚醒水準、筋緊張低下時はてんかん発

作及びSpO2低下を念頭に置き、担任と情

報交換する。 

・経管栄養実施前の口腔ケア 

・食後の咳嗽反射が弱い時は、咽頭前の

吸引を実施する。 

・腸蠕動の確認（食事水分量、緩下剤の

使用） 

PVLによる四肢麻痺 

てんかん、換気障害、嚥下障害 

２   入院治療歴 
○年○月○日 出生時からの状況

を記載 

 

３     病態 
（呼吸）咳嗽反射が弱い時がある。 

夜間に SpO2低下がある。 

（循環）脈拍 100～120 

（消化・排せつ）経管栄養併用 

便秘傾向（緩下剤使用） 

（神経）大発作（２回/年） 

（骨・関節）左股関節亜脱臼、右側弯 

（感覚）触覚過敏 

（運動）右方向への半返り 

摂食時の舌突出 

（その他）抗てんかん薬の増量と覚醒水

準の関係に留意 
【感染症対策の内容】 

教育：教室環境の整理を行い、不必要なものは教室に置かない。児童生徒が使用する教材・教具については、使用前と使用後

に消毒を行う。 

看護：登校時に体温を計測して、健康チェックを行う。体温の上昇や頻回な咳があれば、別室で児童の経過観察を行う。 

注入時は、他の児童生徒との間隔を確保するとともに、シリンジにコネクトを付けて経管栄養から直接、シリンジに注

入する。 
評価表（評価・振り返りは、指示書の更新時及び児童生徒の状態の変化等に応じて行う。） 
【担任】１学期当初に、咳が弱かったり、流延によりむせたりする時があった。一日を通じて覚醒水準が低い日があり、

十分な睡眠がとれないことが考えられた。登校時の健康観察を丁寧に実施し、体温に異常がない時は、乾布摩擦や全身の圧

迫刺激を実施後、関節活動域運動を行った。隔日で、ハンモックやトランポリン等を活用した運動を行った。こうした運動

の中で、１学期終盤には、覚醒水準が維持できるようになり、全身の筋緊張状態の高まりがみられ、座位や立位姿勢を維持

できるようになるとともに、酸素飽和度が上がり脈拍が 80台で推移するようになった。今後は、体重増加に伴い、抗てんか

ん薬が増量されたり追加されたりする時は、家庭との連携を密にして、換気や嚥下の状態が悪化しないように感覚の活用や

全身運動に係る指導時間を確保したい。  

【看護師】１学期当初、嚥下や咳の力が落ちた時があり、給食に時間がかかったり、疲労がみられたりした。担任との

連携の中で、４月にデパケンの有効血中濃度が高いためにマイスタンが追加されたことが分かり、その影響を考え、経過観

察した。５月の連休明けから、覚醒の状態や機嫌が以前の状態に戻り、徐々に摂食機能の回復がみられた。併せて、たん等

の吸引回数も減少した。身長の伸びとともに関節拘縮や側弯が心配であるが、特に関節可動域の固さは進んでおらず、良好

な QOLが維持できている。 

【保護者】（聞き取りを記入してもよい。）２年生になり、食事時間が長くなったり、食べる量が減ったりし

たことが気になっていた。抗てんかん薬の追加後の健康観察を丁寧に行い、主治医に相談したところ、新しい薬に体が慣れ

るまで様子を見ながら活動するようアドバイスがあった。このような形で関係者が協力して子供や家族を支えてもらえるこ

とは、大変頼りになる。 

 

〇教育と看護の目標は、生徒等の実態を踏まえたものとする。 

※ 例 【教育】感覚の活用と姿勢・運動の学習により覚醒水準の持続を促し、意思の表出手段（サイン等）を広げる。 

    【看護】てんかん発作の状態が現状を維持することを目標とする。健康観察表（発作表）で睡眠状態（休養）と

疲労状態（活動）を確認し、てんかん発作の予防策をたて教育活動を支援する。 

る。、 

・体性感覚等の活用 

・姿勢・運動の能力 

 

・てんかん発作の状態とその影響 

（筋緊張の状態） 

・体温調節 

・睡眠リズム 

・食事・排せつ 

・体温調節 

・睡眠リズム 

・てんかん発作の状態 

・運動性・筋緊張 

・食事・排せつ 

・SpO2 

・皮膚の状態（疾患、水分不足） 
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４ 病態の変化への対応 

 医療的ケアの種類や内容は、生徒等の状態の変化によって変わることがあります。 

例えば、幼児期では風邪をひいた時にたんがからみ、息苦しくなった時に吸引する程

度であったものが、学童期に入って喘鳴が増え、動脈血酸素飽和度(SpO2)が低下する

ことがあり、たん等の吸引が頻回になることがあります。これは、唾液やたん等を飲

み込んだり吐き出したりする力が弱まったことが関係します。嚥下や排たんの力が弱

まった要因には、体幹や頸部の反り返りや固さが進むことで、換気量が増えないこと

(拘束性呼吸障害)や気道が狭まること(閉塞性呼吸障害)が考えられます。このような

変化を病態の悪化といいます。特に、脳性まひや筋疾患の生徒等では、運動機能の低

下が摂食嚥下機能や呼吸機能の低下につながり、それが呼吸中枢の働きに影響を与え

ることがあるために、肢体不自由(運動障害)の亢進が医療的ケアの種類や頻度の増加

につながることに留意します。逆に、運動機能の向上により摂食嚥下機能や呼吸機能

の向上につながることもあります。これらを病態の変化といいます。 

 病態が悪化すると、医療的ケアの種類や内容を追加、変更する必要が生じます。生

徒等に過度な負担をかけないように、学校と保護者とが認識を共有(合意形成)し、生

徒等の情報を主治医に伝えることが大切です。その一方で、教育と医療の連携協働に

より生徒等の病態の維持、改善が図られることも意識しなければなりません。 

 

５ 組織的な医療的ケア実施体制の整備 

 広島県教育委員会は、「医療的ケア実施体制整備事業実施要項」別紙１を定め、県

立特別支援学校（以下、「県立特支」という。）における総括的な医療的ケア実施体制

を整備するとともに、「医療的ケア実施体制整備事業に係る留意事項」別紙２により、

学校における医療的ケア実施体制の留意事項を示しています。また、校外活動に係る

医療的ケアの実施については「医療的ケアを必要とする生徒等の校外活動における看

護師等の同行について」別紙３により手続を定め、学校看護師不在時の対応について

は「学校看護師不在時の外部看護師の活用について」別紙４により手続を定めていま

す。県立中・高等学校（以下、「県立中・高」という。）においては、別紙 1 を別紙５、

別紙２を別紙６、別紙３を別紙７として準用し、別紙４についてはそのまま準用し

ます。 

 県立特支で実施する医療的ケアの種類は「医療的ケアの種類等」別紙８に示してい
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ます。県立中・高においては、別紙８を参考にし、必要に応じて高校教育指導課と連

携してください。 

 「医療的ケアスコア表」別紙９は、県立特支において、生徒等の看護度や病態の変

化について経年的に把握するために作成し活用するものです。 

 医療的ケアは、同じ基礎疾患・合併症等であっても、実施する内容が異なる場合や、

実施する内容が高度であっても、看護度が低い場合があるなど、個別性の高いもので

す。こうしたことから医療的ケアの種類や内容だけでなく、生徒等の状態を経年的に

把握し、健康管理や学習指導に役立てることが大切です。 

別紙９医療的ケアスコア表は、基本情報を基礎疾患・合併症等、医療的ケアの内容、

看護度、病態の変化の四つの項目で構成しています。 

医療的ケアの種類や内容は３段階（省略記号①～③）に分けています。①は口腔・

鼻腔内のたん等の吸引及び安定した状態で栄養剤等の注入が可能な状態にある生徒

等の経管栄養の実施で、比較的侵襲性の低い内容です。②は対象者が多く、その状態

にも幅があります。③は比較的侵襲性が高く、細かな健康観察を必要とする高度な内

容です。 

看護度は４段階に分けています。「１点」は看護師による登下校時の健康観察や医

療的ケアを必要とするレベル、「２点」は看護師による１～２時間毎の健康観察や医

療的ケアを必要とするレベル、「３点」は看護師によるほぼ常時の健康観察を必要と

するレベル、「４点」は看護師が生徒等のそばを離れることができないレベルです。 

病態の変化は３段階に分けており、Ａは病態の改善がみられる状態、Ｂは現状を維

持している状態、Ｃは病態が悪化している状態です。 

なお、てんかん発作時の坐薬挿入は参考資料として取り扱うこととし、ジアゼパム

等の坐薬使用による呼吸状態への影響及び日常的に鎮静作用のある薬を服用してい

ることに留意してください。例えば、吸引②や気管孔③、酸素③に☑があり、坐薬（１）

に☑がある場合は、基礎疾患による運動障害に加えて、抗てんかん薬の鎮静作用によ

る覚醒水準の低下や呼吸状態の悪化を招く可能性があることに留意することです。 

 

６ 医療的ケア実施手続 

 平成 31年通知別添の「２.学校における医療的ケアに関する基本的な考え方」の

「（２）①医療的ケアに係る関係者の役割分担」には、「教育委員会や学校だけでなく、
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医療行為についての責任を負う主治医や、子の教育について第一義的な責任を負う保

護者など、医療的ケア児に関わる者それぞれが、学校における医療的ケアの実施に当

たり、責任を果たすことが必要であること。」と示されています。また「②医療関係

者との関係」の「２)看護師等及び認定特定行為業務従事者が医療的ケアを行う場合

には、医師の指示が必要である。医療的ケアを実施する学校には、基本的に医師が存

在しないので、あらかじめ医師(主治医)が指示書を学校又は教育委員会宛てに作成す

る必要がある。指示書の提供を受けた学校又は教育委員会は、指示書の内容を医療的

ケアの実施者に対し正確に伝達し、各学校において指示書の内容に従って、医療的ケ

アを実施しなければならない。このため、学校と指示書の内容に責任を負う主治医と

の連携は不可欠であること。」と示されています。これは、医療的ケア(医療行為)が

医師法及び保健師助産師看護師法を根拠としており、看護師は、随時、医師の指示の

もとに看護を実施する医療機関と異なり、学校では、医療的ケア指示書の内容に基づ

いて医療的ケアを実施するためです。この医療的ケア指示書に係る文書作成料につい

て、特定行為及び特定行為以外を含めた医療的ケアを対象とするものは、保険適用と

なります(p14参照)。 

 

(１) 県立学校医療的ケア指示書 

医療的ケアの手続は、依頼する保護者等が主治医の指示内容に同意し、学校が承諾

することが骨子になります。 

医療的ケアの実施には、次の手続が必要です。 

① 学校が保護者等に学校で実施できる医療的ケアを説明 

② 保護者等が学校に依頼書を提出 

③ 学校が保護者等に内諾書を送付 

④ 保護者等が主治医の指示書を学校に提出 

⑤ 実施者(看護師)は主治医から説明を受ける 

⑥ 学校が保護者等に承諾書【保護者等の同意のもの】を送付(学校と保護者等

で保管) 

 ※②と③は依頼書と承諾書を兼ねた同一様式を使用します。学校は、保護者を通

して主治医に指示書の様式を渡します。 
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(２)  学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時

の対応に係る手続 

 てんかん発作時の坐薬挿入・口腔用液(ブコラム○R )の投与及び重症の低血糖発作時

のグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー○R）の投与は看護師対応を基本とします。看護

師未配置校及び看護師１名配置校について、校長が坐薬挿入・口腔用液(ブコラム○R )

の投与及びグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー○R）の投与を可能と判断する場合、次

の手続を取れば教員の対応も可能とします。 

① 学校が保護者等に学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血

糖発作時の対応について説明 

② 保護者等が学校に依頼書を提出 

③ 保護者等が主治医の意見及び指示を学校に提出 

④ 保護者等が学校に同意書を提出、学校が保護者等に承諾書【保護者等の同

意のもの】を送付(学校と保護者等で保管)  

 県立中・高においては、必要に応じて豊かな心と身体育成課・高校教育指導課と連

携してください。 

 

(３) 医療的ケアの実施と広島県教育委員会への報告 

学校は医療的ケア、てんかん発作時の教員による坐薬・口腔用液(ブコラム○R )及び

重症の低血糖発作時の教員によるグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー○R）の対応手続

を整え、「医療的ケア実施体制整備事業実施要項」に留意して医療的ケアを実施する

とともに、依頼書から承諾書までの各写し、個別の実施マニュアル及び処方箋の写し、

医療的ケア実施対象者一覧を各年度６月末までに県立特支は特別支援教育課、県立

中・高は、高校教育指導課へ提出してください。県立特支は、医療的ケアスコア表を

各年度７月末までに特別支援教育課へ提出してください。 

なお、各様式等の記載内容に変更が生じた場合は、特別支援教育課に一報し、関係

書類をその都度提出してください。 

 

７ 広島県立特別支援学校の医療的ケア実施体制における人工呼吸器の

管理のためのガイドライン 

 安全かつ適切に医療的ケアを実施するために、学校における人工呼吸器の管理に必
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要な事前準備、留意点及び緊急時の対応などの基本的かつ重要な事項についての指針

を示した、別紙 10「広島県立特別支援学校の医療的ケア実施体制における人工呼吸

器の管理のためのガイドライン」を策定しました。学校で人工呼吸器の管理を実施す

る場合はガイドラインを基に校内の体制を整えてください。県立中・高においては、

別紙 10 を参考にし、必要に応じて高校教育指導課と連携してください。 

 

８ 旅行・集団宿泊的行事において、新たに必要となる医療的ケアの実

施について 

 旅行・集団宿泊的行事において、学校で実施している医療的ケア以外に、家庭にお

いて日常的に行われている医療的ケアが必要となる場合の留意点や手続を別紙 11 に

示しています。日常的に対象生徒等の様子を観察していない外部看護師が医療的ケア

を実施することに留意し、県立特支は特別支援教育課、県立中・高は別紙 11 を参考

にして高校教育指導課と協議をしてください。 

 

９ 市町立学校における医療的ケアガイドライン（参考） 

 医療的ケアが必要な生徒等が、安心して学校生活を送ることができるよう支援する

ために、別紙 12「市町立学校における医療的ケアガイドライン（参考）」を作成しま

した。各市町立学校で医療的ケア実施体制を整備する際の参考にしてください。 

 なお、医療的ケアの手続等で必要な様式については、県教育委員会が作成している

様式を使用してもかまいません。 
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別紙１ 
医療的ケア実施体制整備事業実施要項 

 

１ 趣旨 

看護師を配置する県立特別支援学校（以下「学校」という。）において、日常的

に医療的ケアを必要とする生徒等に対する安全かつ適正な医療的ケア実施体制の

整備を図る。 

 

２ 実施方法 

（１）医療的ケア運営協議会の開催 

ア 構成 

広島県教育委員会は、学校における医療的ケアの実施状況等の検討など

を行うため、学識経験者、医療関係者、行政関係者及び学校関係者等からな

る医療的ケア運営協議会を設置する。 

イ 役割等 

医療的ケア運営協議会は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、次の事項

等に関する協議・連絡調整を行うものとし、年２回程度開催する。 

（ア）学校における実施状況の検討 

（イ）ヒヤリハット・アクシデント事例の分析・蓄積 

（ウ）関係機関等との連絡調整 

（２）医療的ケア指導医及び外部専門家による相談の実施 

ア 派遣 

広島県教育委員会は、学校における医療的ケア実施体制の整備を進めるた

め、医療的ケア指導医（以下「指導医」という。）及び外部専門家を学校に

派遣する。 

イ 役割等 

指導医及び外部専門家は、学校における医療的ケアの実施体制に関する助

言を校長に行う。学校への訪問日時は、指導医は学校と、外部専門家は広島

県教育委員会を介して学校と調整の上、決定する。 

（３）看護師研修の実施 

広島県教育委員会は、学校において安全かつ適正な医療的ケアを実施するため、

学校に配置している看護師に対して研修を行う。 

（４）校内体制の整備 

 ア 校内委員会 

   校長は、医療的ケアに係る校内委員会を設置し、校長を中心とした組織的な体

制を整備する。 

イ 研修の実施 

（ア）校内研修 

広島県教育委員会は、学校に医療的ケアの各行為についての一般的なマニュ

アル及び生徒等に係る個別の実施マニュアルの作成を指示するとともに、学校

を研修の実施場所とし、安全かつ適正な医療的ケアを実施するための基本研修
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及び実地研修等を実施する。また、学校は、安全かつ適正な医療的ケアを実施

するための主治医による研修及び校内研修を実施する。 

（イ）教職員等を対象とした研修 

広島県教育委員会は、学校における医療的ケアの内容及び安全かつ適正な医

療的ケアを実施するための基本的な内容について、公開研修を実施し、理解啓

発と周知を行う。 

（５）校外における教育活動への看護師の同行 

広島県教育委員会は次の場合に限り、学校に配置している看護師以外の看護師

の同行に係る報償費及び旅費を予算の範囲内で別途措置する。 

ア 旅行・集団宿泊的行事のうち修学旅行及び宿泊学習 

（ア）看護師を配置している特別支援学校 

 （イ）広島西特別支援学校  

イ 旅行・集団宿泊的行事以外の校外における教育活動 

（ア）医療的ケアを必要とする生徒等が２名以上在籍し、かつ、看護師を１名配置

している学校における教育活動 

（イ）広島西特別支援学校における教育活動 

ウ その他 

ア及びイ以外で看護師の同行が必要な場合で、特別支援教育課に協議し、必要

と認められたもの 

（６）学校に配置している看護師不在時の外部看護師の活用 

   広島県教育委員会は次の場合に限り、学校に配置している看護師以外の看護師

に係る報償費及び旅費を予算の範囲内で別途措置する。 

 ア 看護師が１名のみ配置されている学校において、当該看護師が休暇等により不

在となる場合 

 イ ア以外で学校に配置している看護師が休暇等により不在となり、医療的ケアの

実施が困難となる場合で、特別支援教育課に協議し、必要と認められた場合 

 

３ 実施の手続 

（１）学校は、様式１から様式７を作成し、広島県教育委員会に提出するものとする。 

様式１ 医療的ケア実施体制整備事業実施計画書 

様式２ 医療的ケア実施体制整備事業校内研修・医療的ケア指導医による相談

実施計画書 

様式３ 医療的ケア実施体制整備事業に係る医師の面談料調査 

様式４ 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒に関する状況調査票 

様式５－１・２・３ 看護師の同行実施計画書及び実施報告書 

様式６ 医療的ケア実施体制整備事業実施報告書 

様式７ 学校看護師不在時の外部看護師の活用に係る実施状況調査 

 

（２）学校は、「広島県立学校医療的ケアハンドブック」に基づき、学校における医

療的ケア実施体制の整備を進めるものとする。 
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４ 経費 

広島県教育委員会は、予算の範囲内で本事業の実施に要する経費を支出する。 

 

５ その他 

・この要項に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、広島県教育

委員会教育長が別に定める。 

・主治医指示書及び学校医（指導医）同意書に係る経費について、特別支援学校

の全学部の幼児児童生徒を対象とした特定行為のみに係る医療的ケア指示書及び

特定行為以外を含めた医療的ケア指示書は、保護者負担となる（ただし、保険適

用となる【注】）。学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作

時の対応に係る主治医の意見及び指示の作成経費は保護者負担となる。学校医（指

導医）の同意及び指導助言等については、学校医（指導医）報酬に含める。 

・主治医指示書の内容に係る指導助言等は、指示書作成時に、確認する内容とす

る。 

 

【注】 

 ○特定行為のみに関する医療的ケア指示書 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成 26年厚生労働省告示第 56号）

介護職員等喀痰吸引等指示料 240点 

当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法

第 41 条第１項に規定する指定居宅サービス事業者（同法第８条第２項に規定する

訪問介護、同条第３項に規定する訪問入浴介護、同条第７項に規定する通所介護又

は同条第 11 項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限

る。）、同法第 42 条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者（同法第

８条第 21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。）その他別に厚生労働

大臣が定める者による社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令

第 49 号）第１条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為の必要を認め、患者

の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を

交付した場合に、患者１人につき３月に１回に限り算定する。 

 

○特定行為以外を含めた医療的ケア指示書 

 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告示第 54 号）

診療情報提供料（Ⅰ）250点 

 保険医療機関が、児童福祉法第６条の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療

支援の対象である患者、同法第 56 条の６第２項に規定する障害児である患者又は

アナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、診療

に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法

第 39 条第１項に規定する保育所又は学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条

に規定する学校（大学を除く。）等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添

えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者１

人につき月１回に限り算定する。 
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別紙２ 
医療的ケア実施体制整備事業に係る留意事項 

 

１ 学校における体制整備 

（１）校長が最終的な責任をもって医療的ケア実施体制整備を行うため、校長の統括

の下で、看護師、養護教諭、教員の関係者が安全かつ適正な医療的ケア実施体制

整備を検討する機会を確保するとともに、検討に当たっては学校医及び指導医（以

下「学校医等」という。）に助言を求めること。また、校長は、実施者を含めこれ

まで学校で対応したことのない医療的ケアについて、広島県教育委員会に報告し、

その実施について協議すること。 

（２）学校に配置している看護師は、医療的ケアを必要とする生徒等に対する個別の

医療環境に関与するだけでなく、医療的ケアに係る校内委員会等への参加など学

校内の体制整備に関与すること。 

（３）医療的ケアの実施に当たっては、保護者の理解及び同意が前提条件であること。 

（４）医療的ケアは、その性格上、生徒等の健康状態について、主治医や学校医等と

の連携を図り、医療面の管理体制を整備した上で実施すること。 

（５）生徒等が在校している時間帯は、看護師を常駐させること。 

（６）万一異常が生じた場合に、主治医や学校医等及び保護者との連絡を円滑に行う

ことができる体制を整備すること。 

（７）看護師が医療的ケアを実施することに関する保護者、主治医や学校医等及びそ

の他外部の関係者との文書のやりとりは校長名とすること。 

（８）ヒヤリハット及びアクシデント事例の蓄積・分析など、学校医等や看護師の参

加の下で、定期的な実施体制の評価・検証を行うこと。 

（９）緊急時の対応の手順をあらかじめ定め、その訓練を定期的に実施すること。 

（10）校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。 

 

２ 地域における体制整備 

医療機関、保健所及び消防署等地域の関係機関との日常的な連絡体制を整備する

こと。 

 

３ 主治医や学校医等との連携 

（１）看護師又は教員は、対象生徒等の健康状況について十分把握するため、事前に

主治医や学校医等から対象生徒等の病態等について説明を受けておくこと。 

（２）看護師が書面による必要な指示を主治医や学校医等から受けていること。なお、

定期的又は適宜、主治医や学校医等との間で対象生徒等の病状等に関して連絡を

取り合うこと。 

（３）看護師は、事前に当該行為について、主治医や学校医等から十分説明を受ける

こと。 

（４）学校は当該行為の結果について、主治医に定期的に報告すること。 

（５）万一異常が生じた場合、主治医や学校医等に直ちに連絡し、その指示の下に適

切な対応をとること。 

県立特支 
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４ 保護者との連携 

（１）学校は看護師による医療的ケアの実施に当たり、保護者からの依頼及び同意を

書面で得ること。 

（２）教員は対象生徒等の健康状態について十分把握するため、事前に保護者から対

象生徒等の状態等についての説明を受けておくこと。 

（３）教員は対象生徒等の状態等について、連絡帳等により、保護者との間で十分に

連絡を取り合うこと。 

（４）万一異常が生じた場合、保護者に直ちに連絡し、対応について相談すること。 

 

５ 医療的ケアの実施 

（１）学校が看護師に医療的ケアを実施させるに当たっては、保護者が主治医に対し

て意見書及び指示書の作成を依頼後に主治医から対象生徒等に対する医療的ケ

アの実施に必要な知識・技術に関する研修を受けさせること。 

   ただし、坐薬のみ対応の場合は、教員又は看護師が必要に応じて医療連携を行

い実施すること。 

（２）学校が看護師に医療的ケアを実施させるに当たっては、各行為についての一般

的なマニュアルを作成し、適宜更新するとともに、このマニュアルに対象生徒等

に関する留意点を加えた個別の実施マニュアルを作成し、主治医に報告し指導・

助言を得ること。 

なお、個別の実施マニュアルは、主治医や学校医等の判断により、チェックリ

ストの形式をとることも認められること。 

（３）看護師が実施する場合 

 ア 看護師による医療的ケアの実施に当たっては、看護師は、主治医や学校医等か

ら対象生徒等に関する書面による必要な指示を受け、この書面は学校で保管する

こと。 

イ 保護者は、当日の対象生徒等の病状、健康状態及び医療的ケアの実施に必要な

情報を連絡帳等に記載すること。 

ウ 看護師は、イの連絡帳等を対象生徒等の登校時に確認すること。 

エ 看護師は、実施の際、特に気付いた点を連絡帳等に記録すること。 

オ 看護師は主治医に対して、連絡帳等に基づき定期的な報告を行うこと。 

カ 万一異常が生じた場合、直ちに中止し、保護者及び主治医や学校医等に連絡の

上、必要な応急措置をとること。 

 

６ 主治医の定期的医学管理 

  保護者は、生徒等に主治医の診察を定期的に受けさせるとともに、適切な指示を

受けること。 
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７ 主治医指示書及び学校医（指導医）同意書に係る経費 

  医療的ケアの実施に係る主治医指示書の作成経費は、特別支援学校の全学部の幼

児児童生徒を対象とした特定行為のみに係る医療的ケア指示書及び特定行為以外

を含めた医療的ケア指示書は、保護者負担となる（ただし、保険適用となる）。教

員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応に係る主治医の意見及び指示

等の保険適用外の指示書の作成経費は保護者負担となる。指導医の同意及び指導助

言等については、指導医報酬に含める。 

 

８ その他の経費 

  主治医指示書の内容に係る指導助言等は、指示書作成時に確認する内容とする。 
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別紙３ 

 

医療的ケアを必要とする生徒等の校外活動における看護師等の同行について 

 

１ 趣旨 

  医療的ケアを必要とする生徒等の校外における教育活動（以下「校外活動」とい

う。）における看護師又は保護者（以下「看護師等」という。）の同行についての手

続を定める。 

 

２ 手続 

（１）校長は、主治医に対し、次の必要書類ア～エを提示し、生徒等の校外活動への

参加計画を説明するとともに、生徒等の参加及び看護師等の同行について主治医

から意見及び指示を聴取する。 

ア 実施計画案 

イ 生徒等の健康状態及び医療的ケアの実施状況 

 ウ 校外活動全体に係る緊急時の対応方法 

エ 緊急時における個別の実施マニュアル 

（２）校長は、（１）の結果等を踏まえ、生徒等の参加が看護師等の同行により可能か 

どうかを判断する。 

なお、実施までに生徒等の健康状態が悪化した場合、校長は（１）の手続によ 

り、生徒等の参加の適否について適切に判断する。 

 

３ 留意事項 

（１）生徒等の健康に十分配慮し、無理のない計画を綿密に立てるとともに、実施計

画の立案に当たっては、保護者に十分な説明を行い、参加に係る理解を得ること。 

（２）緊急時の対応方法を十分検討するとともに、事前に関係機関と連携をとり、緊

急の事態に備えた対応を依頼しておくなど、安全対策及び危機管理に万全を期す

ること。 

（３）「２（１）エ」については、次のア～カの事項を示すこと。 

ア 予想される緊急時の状態 

イ 実施内容 

ウ 手順 

エ 実施担当者 

オ 準備物 

カ 緊急時の対応（役割分担、関係機関との連絡体制を明記したもの） 
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（４）看護師等の同行に係る経費の扱いは、次のとおりとする。 

区分 
経費 

看護師 保護者 

旅行・集団宿
泊的行事（修
学旅行） 

(１)報償費 
  別途定める。 
(２)旅費（事前連携も同じ） 

「職員の旅費に関する条例」の
規定を準用し、看護師の居住地
等から計算した額とする。 

 特別支援学校への就学奨励
に関する法律及び同法施行令
の規定により、同行に直接必要
な交通費、宿泊費及び見学料の
額は就学奨励費の支給対象と
なる。 

旅行・集団宿
泊的行事（宿
泊学習） 

(１)実施基準 
  実施学年は、修学旅行実施学年
の前年とし、実施回数は年１回ま
でとする。 

(２)報償費 
別途定める。 

(３)旅費（事前連携も同じ） 
「職員の旅費に関する条例」の
規定を準用し、看護師の居住地
等から計算した額とする。 

 特別支援学校への就学奨励
に関する法律及び同法施行令
の規定により、同行に直接必要
な交通費、宿泊費及び見学料の
額は就学奨励費の支給対象と
なる。 

旅行・集団宿
泊的行事以
外の校外活
動 

(１)実施基準 
  実施形態は、生徒等が在籍する
学年又は学部とし、実施回数は年
２回までとする。 

(２)報償費 
別途定める。 

(３)旅費（事前連携も同じ） 
「職員の旅費に関する条例」の
規定を準用し、看護師の居住地
等から計算した額とする。 

 特別支援学校への就学奨励
に関する法律及び同法施行令
の規定により、同行に直接必要
な交通費及び見学料の額は就
学奨励費の支給対象となる。 

広島県教育委員会は、旅行・集団宿泊的行事（修学旅行・宿泊学習）及び旅行・集

団宿泊的行事以外の校外活動に係る旅費及び報償費を、予算の範囲内で関係学校に対

して令達する。 

 

４ その他 

  必要経費は、前年度提出の校外における教育活動への看護師の同行に係る実施計

画書（以下「計画書」という。）に基づき、年度当初に令達する。 

  計画書に変更が生じた場合、学校は特別支援教育課と事前に協議を行った上で変

更した計画書を提出すること。 
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別紙４ 

 

学校看護師不在時の外部看護師の活用について 

 

１ 趣旨 

看護師が１名のみ配置されている学校について、看護師が休暇等で不在の際に保

護者に学校への付添いを依頼している状況を解消するため、代替となる外部看護師

を活用する。 

 

２ 留意事項 

（１） 事前連携については外部看護師を活用する予定があることを前提に実施する

ものであることから、外部看護師を活用する予定がない状況において、事前連

携のみを実施することがないように留意すること。 

（２） 予算については、原則として学校看護師が１名のみ配置されている学校に対

して令達する。 

 

 ３ 経費の取扱い（事前連携も同じ） 

（１） 報償費 

    会計年度任用職員の専門教育職（非常勤（看護師））の勤務１時間当たりの

報酬単価と同額とする。ただし、当該年度当初の報酬単価とし、年度中途の改

定（遡及改定を含む）は反映しない。 

（２） 旅費 

    「職員の旅費に関する条例」の規定を準用し、外部看護師の居住地等から計

算した額とする。 

    ※旅行・集団宿泊的行事以外の校外活動における看護師の同行に係る経費の

扱いに同じ。 

 

 

 

 

県立学校共通 

20



別紙５ 
医療的ケア実施体制整備実施要項 

 

１ 趣旨 

看護師を配置する県立中・高等学校（以下「学校」という。）において、日常的に

医療的ケアを必要とする生徒に対する安全かつ適正な医療的ケア実施体制の整備

を図る。 

 

２ 実施方法 

（１）医療的ケア運営協議会の開催 

ア 構成 

広島県教育委員会は、学校における医療的ケアの実施状況等の検討など

を行うため、学識経験者、医療関係者、行政関係者及び学校関係者等からな

る医療的ケア運営協議会を設置する。 

イ 役割等 

医療的ケア運営協議会は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、次の事項

等に関する協議・連絡調整を行うものとし、年２回程度開催する。 

（ア）学校における実施状況の検討 

（イ）ヒヤリハット・アクシデント事例の分析・蓄積 

（ウ）関係機関等との連絡調整 

（２）看護師研修の実施 

広島県教育委員会は、学校において安全かつ適正な医療的ケアを実施するため、

学校に配置している看護師に対して研修を行う。 

（３）校内体制の整備 

 ア 校内委員会 

   校長は、医療的ケアに係る校内委員会を設置し、校長を中心とした組織的な体

制を整備する。 

イ 研修の実施 

（ア）校内研修 

広島県教育委員会は、学校に医療的ケアの各行為についての生徒等に係る個

別の実施マニュアルの作成を指示する。また、学校は、安全かつ適正な医療的

ケアを実施するための主治医による研修を実施する。 

（イ）教職員等を対象とした研修 

広島県教育委員会は、学校における医療的ケアの内容及び安全かつ適正な医

療的ケアを実施するための基本的な内容について、公開研修を実施し、理解啓

発と周知を行う。 

（４）校外における教育活動への看護師等の同行 

広島県教育委員会は、協議のあった学校について看護師の同行が必要と認めら

れる場合、学校に配置している看護師以外の看護師の同行に係る報償費及び旅費

を予算の範囲内で別途措置する。 

（５）学校に配置している看護師不在時の外部看護師の活用 

県立中・高等学校 
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   広島県教育委員会は次の場合に限り、学校に配置している看護師以外の看護師

に係る報償費及び旅費を予算の範囲内で別途措置する。 

 ア 看護師が１名のみ配置されている学校において、当該看護師が休暇等により不

在となる場合 

 イ ア以外で学校に配置している看護師が休暇等により不在となり、医療的ケアの

実施が困難となる場合で、高校教育指導課に協議し、必要と認められた場合 

 

３ 実施の手続 

（１）学校は、以下の様式を作成し、広島県教育委員会に提出するものとする。 

様式１ 医療的ケア実施体制整備に係る医師の面談料調査 

様式２－１・２・３ 看護師等の同行実施計画書及び実施報告書 

様式３ 学校看護師不在時の外部看護師の活用に係る実施状況調査 

 

（２）学校は、「広島県立学校医療的ケアハンドブック」に基づき、学校における医

療的ケア実施体制の整備を進めるものとする。 

 

４ 経費 

広島県教育委員会は、予算の範囲内で整備の実施に要する経費を支出する。 

 

５ その他 

・この要項に定めるもののほか、整備の実施に関して必要な事項は、広島県教育

委員会教育長が別に定める。 

・主治医指示書に係る経費について、特定行為のみに係る医療的ケア指示書及び

特定行為以外を含めた医療的ケア指示書は、保護者負担となる（ただし、保険適

用となる【注】）。学校における教職員によるてんかん発作時及び重症の低血糖発

作時の対応に係る主治医の意見及び指示の作成経費は保護者負担となる。 

・学校医に医療的ケアに関する指導助言を得た場合は、学校医報酬に含める。 

・主治医指示書の内容に係る指導助言等は、指示書作成時に、確認する内容とす

る。 

 

【注】 

 ○特定行為のみに関する医療的ケア指示書 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（ 平成 26年厚生労働省告示第 56号）

介護職員等喀痰吸引等指示料 240点 

当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法

第 41 条第１項に規定する指定居宅サービス事業者（同法第８条第２項に規定する

訪問介護、同条第３項に規定する訪問入浴介護、同条第７項に規定する通所介護又

は同条第 11 項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限

る。）、同法第 42 条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者（同法第

８条第 21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。）その他別に厚生労働

大臣が定める者による社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令
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第 49 号）第１条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為の必要を認め、患者

の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を

交付した場合に、患者１人につき３月に１回に限り算定する。 

 

○特定行為以外を含めた医療的ケア指示書 

 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告示第 54 号）

診療情報提供料（Ⅰ）250点 

 保険医療機関が、児童福祉法第６条の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療

支援の対象である患者、同法第 56 条の６第２項に規定する障害児である患者又は

アナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、診療

に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法

第 39 条第１項に規定する保育所又は学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条

に規定する学校（大学を除く。）等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添え

て、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者１人

につき月１回に限り算定する。 
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別紙６ 
医療的ケア実施体制整備に係る留意事項 

 

１ 学校における体制整備 

（１）校長が最終的な責任をもって医療的ケア実施体制整備を行うため、校長の統

括の下で、看護師、養護教諭、教員の関係者が安全かつ適正な医療的ケア実施体

制整備を検討する機会を確保するとともに、検討に当たっては学校医に助言を求

めること。また、校長は、実施者を含めこれまで学校で対応したことのない医療

的ケアについて、広島県教育委員会に報告し、その実施について協議すること。 

（２）学校に配置している看護師は、医療的ケアを必要とする生徒に対する個別の医

療環境に関与するだけでなく、必要に応じて医療的ケアに係る校内委員会等への

参加など学校内の体制整備に関与すること。 

（３）医療的ケアの実施に当たっては、保護者の理解及び同意が前提条件であること。 

（４）医療的ケアは、その性格上、生徒等の健康状態について、主治医や学校医との

連携を図り、医療面の管理体制を整備した上で実施すること。 

（５）生徒の必要な医療的ケアの内容に応じて、必要な時間数の看護師を配置させる

こと。 

（６）万一異常が生じた場合に、主治医や学校医及び保護者との連絡を円滑に行うこ

とができる体制を整備すること。 

（７）看護師が医療的ケアを実施することに関する保護者、主治医や学校医及びその

他外部の関係者との文書のやりとりは校長名とすること。 

（８）ヒヤリハット及びアクシデント事例の蓄積・分析など、学校医や看護師の参加

の下で、定期的な実施体制の評価・検証を行うこと。 

（９）緊急時の対応の手順をあらかじめ定め、その訓練を定期的に実施すること。 

（10）校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。 

（11）体制整備に係り、特別支援教育課が配置している医療的ケア指導教員に必要に 

応じて相談を行うこと。 

 

２ 地域における体制整備 

医療機関、保健所及び消防署等地域の関係機関との日常的な連絡体制を整備する

こと。 

 

３ 主治医や学校医との連携 

（１）看護師又は教員は、対象生徒の健康状況について十分把握するため、事前に主

治医から対象生徒の病態等について説明を受けておくこと。 

（２）看護師が書面による必要な指示を主治医から受けていること。なお、定期的又

は適宜、主治医や学校医との間で対象生徒の病状等に関して連絡を取り合うこと。 

（３）Ｒ様式９「医療的ケア承諾書」の学校医記入欄については、学校における対応

についての「確認」欄とし、その旨を学校医に説明し、学校医の確認を得ること。 

（４）看護師は、事前に当該行為について、主治医から十分説明を受けること。 

（５）学校は当該行為の結果について、主治医に定期的に報告すること。 

県立中・高等学校 
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（６）万一異常が生じた場合、主治医や学校医に直ちに連絡し、その指示の下に適切

な対応をとること。 

 

４ 保護者との連携 

（１）学校は看護師による医療的ケアの実施に当たり、保護者からの依頼及び同意を

書面で得ること。 

（２）教員は対象生徒の健康状態について十分把握するため、事前に保護者から対象

生徒の状態等についての説明を受けておくこと。 

（３）教員は対象生徒の状態等について、連絡帳等により、保護者との間で十分に連

絡を取り合うこと。 

（４）万一異常が生じた場合、保護者に直ちに連絡し、対応について相談すること。 

 

５ 医療的ケアの実施 

（１）学校が看護師に医療的ケアを実施させるに当たっては、保護者が主治医に対し

て意見書及び指示書の作成を依頼後に主治医から対象生徒に対する医療的ケア

の実施に必要な知識・技術に関する研修を受けさせること。 

（２）学校が看護師に医療的ケアを実施させるに当たっては、対象生徒に関する留意

点を加えた個別の実施マニュアルを作成し、主治医に報告し指導・助言を得るこ

と。 

なお、個別の実施マニュアルは、主治医の判断により、チェックリストの形式

をとることも認められること。 

（３）看護師が実施する場合 

 ア 看護師による医療的ケアの実施に当たっては、看護師は、主治医から対象生徒

に関する書面による必要な指示を受け、この書面は学校で保管すること。 

イ 保護者は、当日の対象生徒の病状、健康状態及び医療的ケアの実施に必要な情

報を連絡帳等に記載すること。 

ウ 看護師は、イの連絡帳等を対象生徒の登校時に確認すること。 

エ 看護師は、実施の際、特に気付いた点を連絡帳等に記録すること。 

オ 看護師は主治医に対して、連絡帳等に基づき定期的な報告を行うこと。 

カ 万一異常が生じた場合、直ちに中止し、保護者及び主治医や学校医に連絡の上、

必要な応急措置をとること。 

 

６ 主治医の定期的医学管理 

  保護者は、生徒に主治医の診察を定期的に受けさせるとともに、適切な指示を受

けること。 

 

７ 主治医指示書に係る経費  

  主治医指示書に係る経費について、特定行為のみに係る医療的ケア指示書及び特

定行為以外を含めた医療的ケア指示書は、保護者負担となる（ただし、保険適用と

なる）。教員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応に係る主治医の意

見及び指示等の保険適用外の指示書の作成経費は保護者負担となる。 
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８ その他の経費 

  主治医指示書の内容に係る指導助言等は、指示書作成時に確認する内容とする。 
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別紙７ 

 

医療的ケアを必要とする生徒の校外活動における看護師の同行について 

 

１ 趣旨 

  医療的ケアを必要とする生徒の校外における教育活動（以下「校外活動」という。）

における看護師の同行についての手続を定める。 

 

２ 手続 

（１）校長は、主治医に対し、次の必要書類ア～エを提示し、生徒の校外活動への参

加計画を説明するとともに、生徒の参加及び看護師の同行について主治医から意

見及び指示を聴取する。 

ア 実施計画案 

イ 生徒の健康状態及び医療的ケアの実施状況 

 ウ 校外活動全体に係る緊急時の対応方法 

エ 緊急時における個別の実施マニュアル 

（２）校長は、（１）の結果等を踏まえ、生徒の参加が看護師の同行により可能かどう

かを判断する。 

なお、実施までに生徒の健康状態が悪化した場合、校長は（１）の手続によ 

り、生徒の参加の適否について適切に判断する。 

 

３ 留意事項 

（１）生徒の健康に十分配慮し、無理のない計画を綿密に立てるとともに、実施計画

の立案に当たっては、保護者に十分な説明を行い、参加に係る理解を得ること。 

（２）緊急時の対応方法を十分検討するとともに、事前に関係機関と連携をとり、緊

急の事態に備えた対応を依頼しておくなど、安全対策及び危機管理に万全を期す

ること。 

（３）「２（１）エ」については、次のア～カの事項を示すこと。 

ア 予想される緊急時の状態 

イ 実施内容 

ウ 手順 

エ 実施担当者 

オ 準備物 

カ 緊急時の対応（役割分担、関係機関との連絡体制を明記したもの） 
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（４）看護師の同行に係る経費の扱いは、次のとおりとする。 

区 分 看護師の経費 

旅行・集団宿泊的行
事（修学旅行） 

(１)報償費 
  別途定める。 
(２)旅費（事前連携も同じ） 

「職員の旅費に関する条例」の規定を準用し、看護師の居
住地等から計算した額とする。 

旅行・集団宿泊的行
事（宿泊学習） 

(１)実施基準 
  実施学年は、修学旅行実施学年の前年とし、実施回数は年
１回までとする。 

(２)報償費 
別途定める。 

(３)旅費（事前連携も同じ） 
「職員の旅費に関する条例」の規定を準用し、看護師の居
住地等から計算した額とする。 

旅行・集団宿泊的行
事以外の校外活動 

(１)実施基準 
  実施形態は、生徒等が在籍する学年とし、実施回数は年２
回までとする。 

(２)報償費 
別途定める。 

(３)旅費（事前連携も同じ） 
「職員の旅費に関する条例」の規定を準用し、看護師の居
住地等から計算した額とする。 

広島県教育委員会は、旅行・集団宿泊的行事（修学旅行・宿泊学習）及び旅行・集

団宿泊的行事以外の校外活動に係る旅費及び報償費を、予算の範囲内で関係学校に対

して令達する。 

 

４ その他 

  必要経費は、前年度提出の校外における教育活動への看護師の同行に係る実施計

画書（以下「計画書」という。）に基づき、年度当初に令達する。 

  計画書に変更が生じた場合、学校は高校教育指導課と事前に協議を行った上で変

更した計画書を提出すること。 
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別紙８ 

 医療的ケアの種類等 

 看護師が配置されている学校で実施する医療的ケアは次の【表１】及び【表２】

のとおりです。 

【表 1】医療的ケア指示書等に項目としてあげられている医療的ケア 

医療的ケア 実施者 

吸引（口腔鼻腔内の吸引、気管カニューレ内の吸引、気管切開部の衛生管理） 

吸入 

酸素療法 

経管栄養 

導尿 

てんかん発作時等の対応 

（VNS（迷走神経刺激療法）、坐薬、口腔用液（ブコラム🄬）の投与） 

インスリン療法 

人工呼吸器の管理 

看護師 

 

【表２】医療的ケア指示書等の「その他」にあたる医療的ケア 

医療的ケア 実施者 

摘便 

アナルプラグの抜去及び挿入 

腹膜カテーテル出口部の衛生管理（腹膜孔ケア） 

グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミ―🄬）の投与 

看護師 

※ 看護師が上記の医療的ケアを実施する際に、生徒等の安全を確保するために教員等は生

徒等の姿勢保持や器具の準備に当たることができる。（参考：平成 17年７月 25日付け 厚

生労働省医政局長通知「医師法 17条、歯科医師法 17条及び保健師助産師看護師法第 31

条の解釈について」）   

※ 学校で実施する医療的ケアは、実施者が生徒等本人及び保護者以外の場合とする。 

※ てんかん発作時の対応及びグルカゴン点鼻粉末剤の投与については、P59以降も合わせ

て参照すること。 

※ P80「医療的ケア Q＆A」を合わせて参照すること。 

※ 上記（【表１】【表２】）以外の医療的ケアの実施については、学校は県教育委員会と協

議すること。 
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別紙９ 

医療的ケアスコア表 

医療的ケアスコア表（解説） 

 

１ 趣旨 

 学校で実施する医療的ケアを、その内容等に応じて点数化し、対象者の状態及び実施校の医

療的ケア実施状況の概要を把握する。 

 

２ 医療的ケアの内容について 

  ※令和○年度に実施している内容（てんかん発作時等の坐薬対応は別枠で１点とする） 

点数 医療的ケアの内容 省略記号 実施者 

１点 
定時又は時々のたん等の吸引（咽頭前） □吸引① 

看護師 

 

経管栄養（実施中にたん等の吸引は不要） □経管① 

２点 

たん等の吸引（咽頭奥） □吸引② 

吸入 □吸入② 

経管栄養（実施中にたん等の吸引がある） □経管② 

導尿等（自己導尿の補助含む） □導尿② 

VNS（迷走神経刺激療法） □VNS② 

インシュリンの自己注射（看護師の監督） □○イ注射② 

３点 

気管孔ケア（たん等の吸引、衛生管理） □気管孔③ 

腹膜透析カテーテル出口のケア □腹膜③ 

酸素療法（常時、緊急時） □酸素③ 

インシュリンポンプ □ポンプ③ 

（１点） てんかん発作時及び発作予防のための坐薬  □坐薬（1） 看護師（医療的ケア実施校） 

  ※摘便とアナルプラグは「導尿等」に含める。 

 

３ 看護度 

  看護・観察等の状態を数量化し、医療的ケアスコアに加える。気付きは備考欄に記入。 

看護・観察等の程度 点数 

登下校時の医療的ケア時の観察を主とする。 １点 

１～２時間毎の観察を要する。 ２点 

ほぼ常時観察を要する。 ３点 

そばを離れることができない。 ４点 

 

４ 病態の変化 

  毎年度初めに、病態の変化に係る気付きを記入する。気付きは備考欄に記入。 
Ａ…改善  Ｂ…維持  Ｃ…悪化  Ｄ…その他(備考欄に理由を記入する)   
※病態の変化の評価は、前年度の状態と比較する。 
 

５ 呼吸管理 
  夜間に人工呼吸器や酸素療法を使用している場合は備考欄に☑する。   

  日中に人工呼吸器を使用している場合は備考欄に記述する。 
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６ 医療的ケアスコア表（記入例） 

整理番号 幼児児童生徒氏名等 基礎疾患・合併症 医療的ケア（省略記号） 看護度 合計 坐薬 病態の変化 

１ 

小学部第 2学年 

〇〇△〇 

体重 12 ㎏ 

脳炎の後遺症による
脳性まひ 

呼吸、嚥下障害 

□吸引① □経管① □吸引②  
☑吸入② ☑経管② □導尿②
□VNS② □注射② □気管孔③
□腹膜③ □酸素③ □ポンプ③
☑坐薬（1） 

□１点 
☑２点 
□３点 

□４点 

 

６点 

☑

（1） 

□Ａ 
☑Ｂ
□Ｃ 

□Ｄ 

備考 
□ 変更有り  □変更なし   夜間：□ 酸素療法  □ 人工呼吸器  

胸郭の柔軟性が高まり咳嗽反射が大きくなった。 

２ 

中学部第 1学年 

■△▲□ 

体重 20 ㎏ 

18トリソミー 

心疾患 

喉頭軟化症 

□吸引① □経管① □吸引②  
☑吸入② ☑経管② □導尿②
□VNS② □注射②☑気管孔③
□腹膜③ ☑酸素③ □ポンプ③
☑坐薬（1） 

□１点 
□２点 
☑ ３ 点 

□４点 

 

13点 
☑（1） 

□Ａ 
☑Ｂ
□Ｃ 

□Ｄ 

備考 
□ 変更有り  □変更なし   夜間：☑ 酸素療法  ☑ 人工呼吸器  
覚醒低下時に SpO2が 90%を切ることがある。（酸素流量１㍑） 

３ 

高等部第１学年 

◇〇△〇 

体重 40 ㎏ 

二分脊椎症 

下肢障害 

排泄障害 

□吸引① □経管① □吸引②  
☑吸入② ☑経管② □導尿②
□VNS② □注射② □気管孔③
□腹膜③ □酸素③ □ポンプ③
□坐薬（1） 

□１点 
☑２点 
□３点 

□４点 

６点 □（1） 

□Ａ 
☑Ｂ
□Ｃ 

□Ｄ 

備考 
□ 変更有り  □変更なし   夜間：□ 酸素療法  □ 人工呼吸器  
踵の褥瘡予防に留意。 

総合計点 25点  
備考（看護度・病態に係る気付き） 全般的に前年度の状態を維持できている。
中１生徒の生活リズムの形成が課題。 

※ 夜間：人工呼吸器はマスク式を含む。 
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別紙 10 

広島県立特別支援学校の医療的ケア実施体制における 

人工呼吸器の管理のためのガイドライン 

 

令和５年３月 特別支援教育課 

 

１ 目的 

学校における人工呼吸器の管理に必要な事前準備、留意点及び緊急時の対応などの基本的かつ重要な事項に

ついての指針を示し、安全かつ適切に医療的ケアを実施する。 

 

２ 対象幼児児童生徒 

  日常生活及び社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器の管理が必要な幼児児童生徒のうち、自発呼吸の有

無及び意思の表出等、障害の状態を総合的に判断した上で通学が可能※１と判断した者※２。 

  ※１ 教育形態の変更は、原則として年度替わりとする。学校は、保護者及び主治医等と連携・相談し、訪

問教育時からスクーリングをする等、計画を立てて取り組むとともに、通学により対象幼児児童生徒

に対して十分な教育を提供することができるかどうかについて、特別支援教育課と協議の上、学籍の

異動が可能な状況かどうか、校長が判断する。 

※２ 次の３（１）から４を満たし、なおかつ医療的ケアの開始までに５を実施できる見通しがある者。 

 

３ 学校看護師が人工呼吸器の管理をするための実施条件 

（１）対象幼児児童生徒の健康状態等 

ア 体調及び生活リズムが整っており安定して登校（週３日程度の通学）ができること。 

イ 通学による学校生活を一定期間※３経験していること。 

※３ 一定期間とは、在校生は概ね１学期間程度、新入生は１年間程度、転入生は前籍校での登校実績を

踏まえ判断すること。ただし、期間については、生徒等の実態や健康状態を踏まえ、総合的に判断

すること。この期間に、通学による体力的な負荷や障害の状況の変化等を確認し、様々な授業及び

学校行事を経験させるとともに、長期休業明けや冬季でも体調を維持し安定して登校できるかを見

極めること。 

（２）対象幼児児童生徒の教育内容の充実 

   個別の教育支援計画及び個別の指導計画に、訪問から通学への変化に伴う、教育的ニーズ及び教育内容の

変更について、具体的な内容が記述されていること。 

（３）主治医による実施の判断 

 ア 学校における人工呼吸器の管理について、実施が可能であるとの指示があること。 

 イ 学校には医師が常駐していないことを踏まえた上で、人工呼吸器の管理の内容の指示があること。 

 ウ 緊急時の対応についての指示があり、学校で対応可能であること。 

（４）医療的ケア指導医等の指導・助言 

 ア 主治医が作成した「医療的ケア指示書」を基に、学校生活全体を見通して、人工呼吸器の管理が校内で安

全かつ適切に実施できると医療的ケア指導医等の判断があること。 

 イ 学校生活全体を見通し、人工呼吸器の管理が学校で安全に実施できる体制を構築するための指導・助言を

受けること。 
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（５）学校の管理体制 

ア 校内委員会における綿密な協議の下、学校看護師による人工呼吸器の管理を安全に実施できる体制が整備

されたと校長の判断があること。 

 イ 複数の学校看護師による、人工呼吸器の管理が可能な体制であること。 

 ウ 教職員が人工呼吸器に関する基礎的な知識を有し、個別の実施マニュアルに従って的確に対応できること。 

 

（６）情報の共有 

   対象の幼児児童生徒の障害の状態及び人工呼吸器の管理等の実施する医療的ケアの内容について、学校（医

療的ケア指導医を含む。）、保護者及び主治医との情報共有ができる体制であること。 

 

（７）保護者の理解と継続的な協力 

ア 学校で対応できること、できないことについて、医療的ケア指導医及び主治医から説明を受け、保護者と

学校が共通の認識をもつこと。 

イ 緊急時には、個別の実施マニュアルに従い、保護者が学校と協力して対応できること。 

ウ 学校の管理体制（学校看護師の雇用及び医療的ケア指導医検診の実施状況等）が整うまで、保護者が付添

い、学校で人工呼吸器の管理を行うことについて継続的な協力が得られること。 

エ 保護者は、登校前に学校で使用する人工呼吸器の確認（異常の有無、動作状況の確認等）を行うこと。 

 

４ 学校看護師が人工呼吸器の管理をするための医療的ケア校内実施体制 

（１）学校看護師が実施する人工呼吸器の管理と教員等の協働 

ア 学校看護師は、保護者付添い期間のうちに、人工呼吸器の管理に必要な知識や技能、配慮事項等の説明を

受けたり、実際に保護者が医療的ケアを実施する様子を観察したりしながら、人工呼吸器の管理に必要な

情報等を習得すること。 

イ 教員等は、緊急時は個別の実施マニュアルに従い、学校看護師と協働して的確に対応すること。 

 

（２）保護者との協力と連携 

ア 学校は、必要に応じて、保護者に個別に説明する機会を設け、学校看護師の勤務体制や対象幼児児童生徒

の体調に大きな変化があった場合等に、保護者の付添い及び医療的ケアの実施等を依頼する場合があるこ

とについて、十分な理解を得ること。 

イ 緊急時に備えて、常に学校と保護者が連絡を取ることができるようにしたり、個別の実施マニュアルによ

り学校の要請に保護者が協力できるようにしたりすること。 

ウ 入院等長期欠席後の登校再開及び人工呼吸器の設定変更時において、個別の実施マニュアルの書き換えが

必要になった場合は、再度、保護者に付添いを依頼し、段階的に学校看護師へ移行すること。 

 

（３）緊急時の対応について 

人工呼吸器を装着している幼児児童生徒一人一人について、個別の実施マニュアルを作成し、救急搬送先

となる医療機関や主治医、保護者への連絡方法について確認するとともに、自然災害等の非常時に備え、必

要な物品や電源を準備し、整備しておくこと。 
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５ 学校看護師及び教員等の研修について 

（１）学校看護師等に対する研修 

教育委員会は、人工呼吸器の管理を行う学校看護師及び医療的ケア指導教員の専門性の向上を図るために、

最新の医療や看護技術、医療機器等に関する知識や技術を習得するための実践的・臨床的な研修を実施し、

技術の向上に努めること。 

（２）全ての教員等に対する研修 

人工呼吸器を装着している幼児児童生徒が在籍する学校は、学校看護師による医療的ケアの有無にかかわ

らず、人工呼吸器の管理に関する基本的な事項について、医療的ケア指導医等の指導の下、教員等に対する

校内研修を実施すること。 

（３）保護者への啓発 

人工呼吸器を装着している幼児児童生徒が在籍する学校は、保護者説明会等を通じて、人工呼吸器の管理

に関する理解・啓発を促すこと。 

 

６ 学校看護師による人工呼吸器の管理の実施までの流れ 

  「学校看護師による医療的ケア（人工呼吸器の管理）の実施までのフローチャート」参照 

   連携シート：保護者、主治医及び医療的ケア指導医等との連携内容を記録し、関係者間で情報共有するた

めのシート。連携内容は、個別の実施マニュアルや緊急時対応マニュアル、個別の教育支援

計画及び個別の指導計画に内容を反映させるとともに、校内委員会や教職員間で必要な情報

について共有する。 

保護者付添い期間（移行期間）における学校看護師と保護者の役割： 

段  階 内  容 

第１段階 保護者同室の下、学校看護師及び保護者が協働で人工呼吸器の管理を実施 

第２段階 保護者は隣室等で待機し、必要に応じて人工呼吸器の管理を実施 

第３段階 保護者は学校近隣で待機し、学校からの要請に応じて対応 

第４段階 保護者は緊急時に連絡が取れるよう協力 

   

   移行計画 ：医療的ケア（人工呼吸器の管理）の開始後の実施体制について、保護者の付添いの継続や次

の段階への移行時期などを見極めるために作成する計画。第４段階に移行することを前提し

たものではなく、対象幼児児童生徒の障害の状態、主治医や医療的ケア指導医、保護者から

の意見、校内実施体制等から、安全かつ適切な医療的ケアが実施可能な段階について、校内

委員会等で協議の上、校長が判断する。 

 

７ その他 

（１）校外等における人工呼吸器の管理 

ア 校外学習における人工呼吸器の管理は、校内での実施と環境が異なることからリスクが高まる。そのため、

校外（宿泊を伴う活動を含む。）での人工呼吸器の管理の実施については、原則、保護者に対応を依頼する。 

イ スクールバスの利用については、緊急時等に、医療機関とは違い、医療器具が充分備わっていない車内で

安心・安全な対応をすることが困難であるため、利用できない。 

 

（２）一時的着脱への対応 

   人工呼吸器の使用目的や使用継続時間等は、対象幼児児童生徒の実態によって異なり、主治医からの指示

も個別性の高い指示になることが想定されるため、人工呼吸器の一時着脱について主治医と十分に連携の上、

慎重に対応すること。 
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学校

保
護
者
・施
設
長

主
治
医

指
導
医

主
治
医

指
導
医

主治医・人工
呼吸器業者

指
導
医

1)訪問から通学への教育形態変更の可否を判断する。

2)保護者に医療的ケアの説明を行う。

3)対象幼児児童生徒の健康状態等や必要な医療的ケアの内容等について見極めを行う。
週３日程度の通学ができること。ガイドライン３（１）参照。

4)保護者に学校での人工呼吸器の管理について説明する。

5)主治医に、学校連携を依頼する。

6)（保護者と）主治医連携を実施する（連携シートへの記入）。

7)医療的ケア指導医による検診を行う（連携シートへの記入）。

8)校内委員会での協議を行う（個別の教育支援計画及び個別の指導計画による教育内
容及び、連携シートによる校内実施体制の確認）。

9)保護者に医療的ケアの説明（内諾書、指示書、移行期間の協力依頼等）を行う。

10)依頼書を学校に提出する。

11)保護者に内諾書を通知する。

12)主治医に、指示書の作成及び指示書受取時の学校連携を依頼する。

13)学校看護師等は指示内容（人工呼吸器の方法等）の説明を受け、移行期間における
判断基準等の助言を得る。

14)医療的ケア指導医への相談を行う。

15)校内委員会での協議を行う（指示内容、医療的ケア指導医の意見を踏まえた校内実
施体制の見直し）。

16)当該幼児児童生徒の個別の実施マニュアル、アセスメント票、移行計画等の作成を行う。

17)主治医（医療的ケア指導医）及び人工呼吸器業者等に、知識・技能に関する説明、研
修の実施を依頼し、連携や校内研修等を実施する。

18)医療的ケア指導医に、学校で作成した個別のマニュアル、主治医からの説明内容、校内
実施体制等を報告するとともに、承諾書により同意を得る。

19)保護者に承諾書を送付するとともに、移行期間における保護者からの協力について承諾
を依頼する。

20)承諾書の内容を最終確認し、同意し、署名して学校に返送する。

21)医療的ケアの実施を開始する。
第１段階（保護者同室の下、学校看護師及び保護者が協働で人工呼吸器の管理

を実施）
第２段階（保護者は隣室等で待機し、必要に応じて人工呼吸器の管理を実施）
第３段階（保護者は学校近隣で待機し、学校からの要請に応じて対応）
第４段階（保護者は緊急時に連絡が取れるよう協力）

22)校内委員会での協議（移行期間の短縮、延長等の判断をする） 。

23)主治医、医療的ケア指導医との連携（学校看護師のみによる医ケア実施について）。

24)学校看護師のみによる医療的ケア（人工呼吸器の管理）の開始。

主
治
医
・
指
導
医

実
態
把
握
期
間

準
備
期
間

移
行
期
間

医療的ケア（人工呼吸器の管理）の実施

学校看護師による医療的ケア（人工呼吸器の管理）の実施までのフローチャート
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使用開始時期 　　　　　（　　）年（　　）月頃

自発呼吸の有無 　　　　　□有　・　□無
人工呼吸器使用時のSpO２ 　　　　　（　　）％
人工呼吸器非使用時のSpO２ 　　　　　（　　）％
学校生活における人工呼吸器の使用 　　　　　□常時　・　□一時的
着脱可能時間 　　　　　（　　）分・時間
種類（マスク、気管カニューレ接続）

モード
□CPAP　□IMV　□SIMV　□ASSIST　□BiPAP
　（□Sモード、□S/Tモード、□Tモード）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

加温加湿器の接続の有無 　　　　　□有　・　□無

加温加湿器の設定
□（　　　℃）
オート機能　□有　・　□無

人工鼻のフィルター 　　　　　□有　・　□無
呼吸数 　　　　　（　　）回／分
心拍数 　　　　　（　　）回／分
体温（平熱）［発熱］ 　　　　　（　　）℃［　　　℃］
体調不良時のサイン
気管部からの吸引の回数 　　　　　（　　）回／時・日
口腔、鼻腔からの吸引回数 　　　　  （　　）回／時・日

気管切開の有無と種類
□有（単純気管切開・喉頭気管分離術）　□無
□永久気管孔

気管カニューレの種類
酸素使用の有無 　　　　　□有　・　□無
酸素使用の目安 SpO２（　　）％以下の時（　　）L使用
気管内肉芽の有無 　　　　　□有　・　□無
カテーテルサイズ 　　　　　　（　　）Fr.
口腔 　　　　　  （　　）ｃｍ
鼻腔 　　　　　　（　　）ｃｍ
吸引圧 　　　　  　（　　）ｋPaまで
１回の吸引時間 　　　　  　（　　）秒まで
カテーテルサイズ 　　　　　　（　　）Fr.
吸引圧 　　　　　　（　　）ｋPaまで
１回の吸引時間 　　　　　　（　　）秒まで
吸引時のアンビューバッグの使用の有無             □有　・　□無

□SpO２（　　）％以下の時仕様
□気管部からの吸引時に毎回使用

言葉による指示等の理解             □有　・　□無
バイタルサイン以外で自分の不調を訴える力の
有無

            □有　・　□無

幼児児童生徒本人が不調を訴える方法

緊急・機器等トラブル対応の既往             □有　・　□無

有の場合はその内容

その際の対処法

人工呼吸器の管理に係る実態及び関係機関との連携シート

幼児児童生徒氏名
記入日
医療機関名

最近（過去１年）の
体調の様子

緊急対応等

１　人工呼吸器の管理に係る実態

吸引

人工呼吸器の使用
について

体調面

呼吸

気管カニュー
レ内

口腔・鼻腔

言語理解と、体調不
良時の伝達

主治医氏名
連携者氏名

アンビューバッグ使用の目安

人工呼吸器の使用
に係る基礎疾患

その他

現在の健康状態
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□入眠時
□SpO２が（　　）％以下の時が（　　）分続く時
□起床時
□SpO２が（　　）～（　　）％の時が　分続く時

一時使用後の対応内容

□人工呼吸器を使用してもSpO２が（　　）～
（　　）％の時が（　　）分続く時

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　「１　人工呼吸器の管理に係る実態」及び「２　人工呼吸器一時使用に係る実態」については、各学校で作成している
　実態表を用いても良いが、「３　学校での人工呼吸器の管理に係る関係者の連携」については、本様式を使用すること
　とする。
※　学校看護師が人工呼吸器を管理するにあたり、人工呼吸器の管理や緊急時の対応について学校から主治医に直
　接確認することがあることを、保護者、主治医に確認しておくこと。

２　人工呼吸器一時使用に係る実態

３　学校での人工呼吸器の管理に係る関係者の連携

□学校看護師による人工呼吸器の管理が可能である
□学校看護師と保護者とで協力して人工呼吸器の管理をすることが望ましい

人工呼吸器一時使
用の目安

保護者の思い

人工呼吸器使用の目安

人工呼吸器脱着の目安

救急対応の目安

□保護者が人工呼吸器の管理をすることが望ましい

□学校看護師による人工呼吸器の管理が可能である

主治医の意見
（　　年　　月　　日） （その他）

医療的ケア指導医
の意見
（　　年　　月　　日）

（その他）

□学校看護師と保護者とで協力して人工呼吸器の管理をすることが望ましい
□保護者が人工呼吸器の管理をすることが望ましい
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項 目 具体的な行為・手技等 学校看護師

健康観察
登校時・下校時の健康観察は複数で
実施

○

アラームの表示の確認・連絡 ○

アラームの消音 画面にて操作を実施 ○

人工呼吸器の設定
※主治医が行うため、学校での設定
は変更不可 ―

アラームの作動の確認

※ロックを解除しての確認は行わな
い。表示パネルで目視できる場合に
実施

作動確認（定時巡回時も実施）
（加湿器含む）

回路の確認／
呼気ポートの確認／
バッテリー残量の確認

○

人工呼吸器の電源のON/OFF ○

人工呼吸器の着脱
人工呼吸器の着脱（一時的着脱）
児童生徒の実態により実施 ○

アンビューバッグを使用した用手加
圧換気

移乗時の人工呼吸器一時的着脱時／
緊急時 ○

人工鼻（気管カニューレに付けるタ
イプ）の着脱

自発呼吸ありの児童生徒への、一時
的なカニューレへの人工鼻の着脱 ○

回路内の結露水の除去 結露水の除去 ○

回路の変更

※回路の変更は保護者
―

（緊急時除く。）

電源切り替え バッテリーと AC 電源切り替え ○

移乗・姿勢変換時の回路の確認 ○

移乗・姿勢変換時に伴う人工呼吸器
の移動と持ち運び

車いすからストレッチャーへの移動
○

電源差し替え 教室移動に伴う AC 電源差し替え ○

バッテリー交換 ○

気管カニューレからの吸引 ○

吸引（口腔内・鼻腔内） ○

○

人工呼吸器の管理に係る学校看護師の実施可能範囲

人工呼吸器の設定の確認
（加湿器含む）
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分 類 項 目 確認内容 チェック

顔色
いつもと変わりがないか。（いつもよりも青白
い、赤い等）

表情 苦しそうではないか。機嫌が悪くないか。

皮膚 皮膚トラブル（肌荒れ、発疹等）がないか。

適切で安楽な姿勢であるか（筋緊張が強くない
か、弛緩しすぎていないか）。

いつもより動きが多い、少ないということはない
か。

適切な位置にあるか。

外れていないか。

胸郭の動き 胸部は動いているか。

SpO2の値
SpO2の値がいつもと変わりがないか（いつもより
低くないか）。

呼吸状態 呼吸音、呼吸数、努力呼吸の有無はどうか。

発熱、低体温となっていないか。

四肢冷感がないか。

心拍数
いつもと変わりがないか（多すぎないか、少なす
ぎないか）。

電源
電源が切れていないか、バッテリーの残量はある
か。

呼吸器回路の接続は確実か。

折れ曲がり、ねじれがないか。

破損がないか。

空気の漏れがないか。

蛇管に結露がないか。

設定 医師の指示と同じであるか。

フィルターに痰等が付着し詰まっていないか。

人工鼻と加温加湿器等が同時に接続されていない
か。

低換気アラーム
呼吸器回路の外れ、空気の漏れ、折れ曲がり等に
よる閉塞はないか。

低圧アラーム
呼吸器回路の破損、接続部からの空気の漏れ、外
れはないか。

高圧アラーム
痰の貯留、呼吸器回路の閉塞、折れ曲がり等によ
る閉塞がないか。

アラーム

人工呼吸器に係る状況把握チェックリスト

姿勢・動き

気管カニューレ
（又はマスク）

呼吸器回路

生徒等の様子

人工呼吸器等

人工呼吸器用人工
鼻の状態（使用
時）

体温
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人工呼吸器の管理に係る物品一覧例 

番号 物品 チェック 

 アンビューバッグ  

 吸引器 

吸引チューブ ○Fr.  

アルコール綿  

水入りボトル  

使い捨て手袋  

充電コード  

 酸素ボンベ（※残量の確認）  

 予備の気管カニューレ  

 予備の回路  

 人工呼吸器のバッテリー（予備）  

 パルスオキシメーター  
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別紙 11 

旅行・集団宿泊的行事において、新たに必要となる医療的ケアの実施について 

 

特別支援教育課 

 

 旅行・集団宿泊的行事において、学校で実施している医療的ケア以外に、家庭において日常

的に行われている医療的ケアが旅行先で必要となる場合の対応は、以下に定めるとおりとする。

手続に当たっては、新たに、旅行・集団宿泊的行事における医療的ケア指示書（S様式）による

手続が必要である。 

 医療的ケアの実施については、医療的ケアハンドブック別紙３「医療的ケアを必要とする生

徒等の校外活動における看護師等の同行について」の内容を十分踏まえること。 

 

１ 旅行・集団宿泊的行事において、新たに必要となる医療的ケアの実施に係る留意点 

・ 対象となる医療的ケアは、日常的に家庭で行われており、旅行・集団宿泊的行事の期間

中に真に必要であるものに限る。 

・ 日常的に対象児童生徒の様子を観察していない外部看護師が医療的ケアを実施すること

に留意し、急な対応や長時間の体調の観察が生じる可能性が低い医療的ケアに限る。 

・ 実施する医療的ケアは特別支援教育課と事前協議し、実施可能と判断したものに限る。 

・ 学校生活においてすでに実施している医療的ケアについては、新たな手続（S 様式によ

る手続）は不要とする。 

 

２ 旅行・集団宿泊的行事における医療的ケアに係る手続 

① 学校は、旅行・集団宿泊的行事の期間中に必要となる医療的ケアについて、保護者に確

認する。 

② 学校は、保護者が希望する医療的ケアの実施が妥当であるか対象児童生徒の主治医及び

医療的ケア指導医と相談する。 

③ 対象となる医療的ケアの実施について特別支援教育課と協議する。 

④ 特別支援教育課から実施可能と回答があった医療的ケアについて、医療的ケアハンドブ

ックに掲載の「医療的ケア手続きの流れ」と同様に、保護者説明等の手続を進める。 

⑤ 手続終了後、学校において保護者と学校看護師が対象の医療的ケアについて、手技、使

用物品、ケア後の体調管理等の確認を行う。 

⑥ ⑤の内容を踏まえ、旅行・集団宿泊的行事開始までに行事に同行する看護師との連携を

行う。 

 

県立特支 
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別紙 12 

市町立学校における医療的ケアガイドライン（参考） 

 

１ 目的 

  日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒（以下、「児童等」という。）が通学する市町立学校（以

下「学校」という。）の体制を整備し、児童等が安心して学校生活を送ることができるよう支援する

ことを目的とする。 

     

２ 対象となる医療的ケア 

  たんの吸引、経管栄養、導尿、その他の医療的ケアのうち、主治医が、学校において看護師が児童

等に対して当該行為を行うことに支障がないと認め、市町教育委員会（以下「教育委員会」という。

）が実施可能と認めた行為とする。 

 

３ 対象となる児童生徒 

 （１）学校に在籍している児童等のうち、日常的に医療的ケアが必要な者。 

 （２）学校における医療的ケアの制度について理解した上で、保護者から校長に依頼があった者のう

ち、教育委員会が必要と認めた者。 

 

４ 申請手続 

 （１）校長は、保護者から医療的ケアの実施について依頼を受け、必要と認められる場合は、本市町

の医療的ケアの制度について保護者に説明した上で、当該保護者に別途定める書類の提出を求め

る。 

 （２）校長は保護者が提出する書類の内容について、主治医等から情報収集を行い、校内で検討の

上、必要種類を教育委員会に提出する。 

 （３）教育委員会は、医療的ケア運営協議会の委員の意見を聴取し、医療的ケアの実施の可否並びに

看護師の配置時間及び期間を決定する。 

 

５ 校内体制の整備 

 （１）校内委員会の設置 

  ① 役割 

    校内において医療的ケアを実施するための具体的な運営について検討する。 

  ② 構成員 

    校長、教頭、学校医、看護師、養護教諭、当該児童等の担任、その他校長が必要と認める者 

  ③ 協議内容 

    ・校内での医療的ケアの安全な実施に関すること。 

    ・医療的ケアの実施の計画に関すること。 

    ・医療的ケアの実施状況の把握に関すること。 

市町立学校 

43



    ・ヒヤリハット・アクシデントの分析・蓄積に関すること。 

    ・緊急時の対応に関すること。 

    ・その他医療的ケアの実施に関すること。 

   

 （２）連絡体制 

    校長は、医療的ケアの実施に係り、あらかじめ保護者、主治医、その他必要となる医療機関等

との連絡体制を整備する。 

 （３）緊急時の対応 

    緊急時の対応の手順をあらかじめ定め、その訓練を定期的に実施する。 

 

６ 担当教職員の役割 

 ・保護者と連携をとり、対象児童等の健康状態の把握を行う。（連絡帳の記録を含む） 

 ・医療的ケア個別の実施マニュアル、アセスメント票の作成に協力する。 

 ・看護師との連携を密にし、安全に教育活動を行う。 

 ・緊急時には速やかに保護者に連絡し、看護師、養護教諭と協力して対応する。 

 ・医療的ケア会議（ケース会議）へ参加する。 

 ・校外学習時には看護師と協力して、緊急時マニュアルを作成する。 

 ・必要に応じて主治医連携を行う。（病院長、保護者へ依頼をする） 

 

７ 看護師の役割 

 ・医療的ケア児のアセスメント 

 ・医療的ケア児の健康管理 

 ・医療的ケアの実施 

 ・主治医、学校医、医療的ケア指導医等医療関係者との連絡・報告 

 ・教職員・保護者との情報共有 

 ・医療的ケアの記録・管理・報告 

 ・必要な医療器具・備品等の管理 

 ・指示書に基づく医療的ケア個別の実施マニュアル、アセスメント票の作成 

 ・緊急時のマニュアルの作成 

 ・ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積と予防対策 

 ・緊急時の対応 

 

８ 養護教諭の役割 

 ・医療的ケアの手続及び教育委員会への報告書類作成を行う。 

 ・対象児童等の健康状態を把握し、関係各所との連携により円滑に医療的ケアが実施されるよう調整

を行う。 

 ・緊急時には、速やかに管理職に連絡し、担当教職員、看護師と協力して対応する。 

 ・校内の感染症発生状況を把握し、校内感染予防に努める。 
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９ 保護者の役割 

 （１）医療的ケアを学校で実施するにあたり、保護者は医療的ケア依頼書を校長に提出すること。ま

た、その他必要な様式についても校長等に提出すること。 

 （２）登校時に家庭での児童等の健康状態について、学校に報告すること。 

 （３）緊急時の連絡先を明確にし、連絡を取ることができるようにすること。 

 

10 主治医との連携 

 ・医療的ケア実施の際は、主治医の指示を受けて行う。 

 ・主治医との連携は、担当教職員、看護師が主に行う。 

 ・対象児童等の健康状態を十分把握するため、病状等についての説明及び必要に応じて個別的な研修

を受ける。 

 ・医療的ケア実施に関わる指示及び必要に応じて同意を書面で受ける。 

 ・医療的ケア個別の実施マニュアルについて、指導、助言及び承認を得る。 

 ・年度内に２回、書面にて医療的ケア実施報告を行う。 

 ・対象児童等の健康状態について、適宜連携を図る。 

 ・緊急時には直ちに連絡を取り指示を仰ぐ。  

 

11 医療的ケアの実施 

 （１）学校は保護者に学校での医療的ケア及び医療的ケアの手続について説明する。 

 （２）保護者は校長に医療的ケア依頼書及び医療的ケア指示書を提出する。 

 （３）校長は、医療的ケア依頼書及び医療的ケア指示書等の必要様式を教育委員会に提出し、学校で

の医療的ケアの実施について申請する。 

 （４）校長は保護者に学校での医療的ケアの実施の可否について通知する。 

 （５）保護者は医療的ケア承諾書を校長に提出する。 

 （６）学校は実施マニュアル、アセスメント票、緊急対応マニュアルを作成し、学校医の同意を得

る。 

 （７）校長は保護者に医療的ケア承諾書を送付する。 

 （８）校長は実施マニュアル、アセスメント票、緊急対応マニュアル、医療的ケア承諾書を教育委員

会に提出する。 

 

12 学校での医療的ケア実施に係る留意事項 

 （１）学校での医療的ケアの実施は保護者の理解及び同意が前提条件である。 

 （２）学校は対象児童等の健康状態について十分に把握するために、事前に保護者から対象児童等の

状態について説明を受けておくこと。 

 （３）学校で看護師が実施する医療的ケアは、主治医等からの指示書に示された内容に限る。 

 （４）学校は必要に応じ、主治医から当該児童等の医療的ケアに係る研修等を受けること。 
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医療的ケア実施手続に係る様式一覧 

 

 

 

 

医療的ケアの 
手続の流れ 

保護者等による学校への医療的ケアの依頼から
実施までの手続等について 

医療的ケア書類
一覧は、日常的な
医療的ケアを上
段に、てんかん発
作時等の坐薬対
応を下段に分け
て記入する。 
 
Ｒ様式が整い次
第、毎年度６月末
までに県教育委
員会に提出する。 
  

Ｒ様式１ 「医療的ケア書類（指示書等）一覧」 
Ｒ様式２ 「依頼書・内諾書」 
Ｒ様式３ 「入院治療歴」 
Ｒ様式４ 「指示書」概要 
Ｒ様式５ 「指示書」呼吸・循環（吸引・酸素療法等） 
Ｒ様式６ 「指示書」栄養・排せつ（経管栄養・導尿） 
Ｒ様式７ 「指示書」神経・代謝等（てんかん発作時等の対応・インスリン療法・その他） 
Ｒ様式８ 「主治医意見書」 
Ｒ様式９ 「医療的ケア承諾書」 
Ｒ様式 10 「指示書」人工呼吸器の管理 

別紙参考 
学校における教職員によるてんかん発作時・重
症の低血糖発作時の対応に係る様式（Ｂ様式）
について 

 

Ｂ様式１ 

学校における教職員によるてんかん発作時・重
症の低血糖発作時の対応依頼書(坐薬の挿入、口
腔用液（ブコラム®）の投与、グルカゴン点鼻粉
末剤（バクスミー®）の投与) 

必要に応じてＢ
様式を県教育委
員会に提出す
る。 

Ｂ様式２－１ 
Ｂ様式２－２ 
Ｂ様式２－３ 

学校における教職員によるてんかん発作時・重
症の低血糖発作時の対応に係る主治医の意見及
び指示 (坐薬の挿入、口腔用液（ブコラム®）の
投与、グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の
投与) 

Ｂ様式３ 

学校における教職員によるてんかん発作時・重
症の低血糖発作時の対応承諾書 (坐薬の挿入、
口腔用液（ブコラム®）の投与、グルカゴン点鼻
粉末剤（バクスミー®）の投与) 

Ｃ様式１ ヒヤリハット及び気付き 
７月末、11月末
にヒヤリハット
の状況をまとめ
て県教育委員会
に提出する。 

Ｃ様式２ ヒヤリハット及び気付き一覧 

Ｄ様式 アクシデント報告 
随時、県教育委
員会に提出す
る。 

医療的ケア 
スコア表 

医療的ケアスコア表※県立特支のみ作成 
７月末に県教育
委員会に提出す
る。 
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１　学校は、保護者に医療的ケアの説明をする。 １ 医療的ケアの説明

２　保護者は、依頼書を学校へ提出する。 ２ 依頼書の提出

※文書作成料の請求

　　　　　学校

※医師面談料の請求

10　保護者は、個別の実施マニュアルの内容を確認する。

※県立中・高は、指導医を学校医とする。

※県立特支は、医療的ケアスコア表を、７月末に特別支援教育課に提出する。

８ 個別の実施マニュ
アル、アセスメント
票、看護計画を作成

12　学校は、指導医に承諾書と指示書及び個別の実施マニュアルを添付し、報告する。

６ 指示書の提出

主
治
医

14 承諾書の送付

８　学校は、当該幼児児童生徒の個別の実施マニュアル、アセスメント票、看護計画を作
成する。

４　保護者は、主治医に指示書の作成を依頼する。
※特別支援学校の全学部の幼児児童生徒を対象とした特定行為のみに係る医療的ケ
ア指示書の文書作成料は、保険適用。

※指示内容に変更があるときは、Ｒ様式４～８、Ｒ様式10の関係様式とＲ様式９を県立特支は特別支援教育課
に、
県立中・高は高校教育指導課に提出する。

18 医療的ケアの実施　学校は、医療的ケア対象者一覧、医療的ケア手続き様式（依頼
書から承諾書まで）を特別支援教育課へ提出する（６月末）。※個別実施マニュアル、処
方箋の写しを添付する。

15　保護者及び施設長は、承諾書の内容を最終確認・同意し、署名して学校に返送す
る。

保
護
者
・
施
設
長

９ 個別の実施マニュアル
を提示

７　学校は、主治医に知識・技術に関する説明、研修の実施を依頼し、看護師、教員等
は、主治医から説明を受ける。
※看護師・教員等の研修に係る医師面談料は、県費負担。

13　学校は承諾書により、指導医の同意（指導助言）を受ける。

医療的ケアの手続きの流れ

４ 指示書の作成を依頼する。

３　学校は医療的ケア説明会等の実施以降、内諾書で保護者に通知する。 ３ 内諾書で通知

15 承諾書に署名し返送

14　学校は保護者及び施設長に承諾書を送付する。

６　保護者は、学校へ指示書を提出する。

５ 指示書の送付５　保護者は、主治医から指示書を受け取る。

11　学校は、承諾書に医療的ケアの実施内容と指導医の指導助言内容を確認する。
※学校と保護者用に２部作成。但し、施設生の場合、学校と保護者及び施設長用に３部
作成

※ヒヤリハット及び気付き、ヒヤリハット及び気付き一覧は７月末、11月末に県立特支は特別支援教育課に、
県立中・高は高校教育指導課に提出する。またアク シデント報告は、そ の都度提出する。

16 校長は、承諾書を
受理・承諾し、署名す
る。
※承諾書は、学校と
保護者及び施設長で
それぞれ保管する。

18 　医療的ケアの実施

16　校長は、承諾書を受理・承諾し、署名する。

17　保護者及び施設長に承諾書を送付する。
※承諾書は、学校と保護者及び施設長でそれぞれ保管する

※指示期間を更新したときは、Ｒ様式４とＲ様式９を県立特支は特別支援教育課に、県立中・高は高校教育指導
課に提出する。

17 承諾書を送付

11 承諾書に医療的
ケアの実施内容と実
施者を記入
※学校と保護者用に
２部作成。但し、施設
生の場合は、学校と
保護者及び施設長用
に３部作成

12 指導医に報告
※個別の実施マニュ
アルを添付

13 指導医の同意、
指導助言
承諾書の返送

７ 知識・技術に関す
る研修の実施を依
頼し、主治医より説
明を受ける。

９　学校は、個別の実施マニュアルを保護者に提示し、確認を受ける。

指
導
医

学校

10 個別の実施マニュア
ルの内容を確認
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　 学校→教育委員会Ｒ様式１「医療的ケア書類（指示書等）一覧」

令和　年度　医療的ケア書類（指示書等）一覧

学校名： 学校 分校・分級・分教室

※　医療的ケア対象者一覧を作成し、提出する書類について、該当するものに○を記入してください。

　(未提出分は氏名のみを記入してください。)

※　日常的に必要な医療的ケアとてんかん発作時の坐薬対応はグループ分けしてください。医療的ケアを上段、
　坐薬対応を下段にしてください（VNSは上段）。

※　必要に応じて行数を増やすこと（右上に枚数を記入）。

学部 学年 氏名

医療的ケア手続き書類 添付書類 理由

B様式 備考依頼
内諾

概要 呼吸 栄養 神経 意見書 承諾
個別マニュ
アル

処方箋の
写し

(年度)
新規 変更 更新

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Ⅰ　対象者

Ｒ様式２「依頼書・内諾書」 保護者等→学校→（写しを）保護者等

→（写しを）教育委員会

※保護者等は依頼書を作成し校長へ提出します。校長は依頼書の写しによって内諾書を作成し保護者等へ送付します。２部作
成し保護者等と校長で保管します。

令和　年度　医療的ケア依頼書

立　　学校 ふりがな 生年月日 年齢

現住所
〒 電話番号 　　-　　　-

緊急 　　-　　　-

性別

　　　部　第　　学年 氏名 平成・令和　年　月　日

気管切開部の衛生管理

２吸入 ３酸素療法 ４経管栄養 ５導尿

Ⅱ　学校に依頼する医療的ケア
※依頼する医療的ケア及び（　）内の項目に✔を付けてください。（電子データは□をクリックします。）

※ここに記載のない医療的ケアは、□９その他に✔を付け、（　　）内に内容を記入してください。

１吸引 口腔鼻腔内の吸引 気管カニューレ内の吸引

７インスリン療法 　８ その他（８人工呼吸器の管理

９その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６てんかん発作時等の対応 VNS（迷走神経刺激療法） 坐薬 その他（　 　　　）

　　　立　　　　　　学校長　様

　学校からの説明を受け、看護師は、主治医の指示書に基づいて対応することを理解した上で、上記
の医療的ケアについて、学校での実施を依頼します。

記入年月日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

保護者氏名
（施設長氏名） 　

Ⅲ　主治医・医療機関

主治医氏名 医療機関名 緊急時の搬送先（医療機関名・住所・電話番号）

令和　年度　医療的ケア内諾書
保護者様
施設長様

　依頼のあった医療的ケアについて、次の内容が実施可能と判断しました。

１吸引 口腔鼻腔内の吸引 気管カニューレ内の吸引

６てんかん発作時等の対応 VNS（迷走神経刺激療法） 坐薬 その他（　 　　　）

気管切開部の衛生管理

２吸入 ３酸素療法 ４経管栄養 ５導尿

※留意事項

　ついては、Ｒ様式３「入院治療歴」、Ｒ様式４「指示書」概要とＲ様式５～８、10の中から必要な
ものを学校へ提出してください。

　令和　　年　　月　　日

　　　立　　　　　　　　学校

校長

７インスリン療法 　８ その他（８人工呼吸器の管理

９その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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Ⅰ　対象者

Ｒ様式２「依頼書・内諾書」 保護者等→学校→（写しを）保護者等

→（写しを）教育委員会

※保護者等は依頼書を作成し校長へ提出します。校長は依頼書の写しによって内諾書を作成し保護者等へ送付します。２部作
成し保護者等と校長で保管します。

令和　年度　医療的ケア依頼書

立　　　　　学校 ふりがな 生年月日 年齢

現住所
〒 電話番号 　　-　　　-

緊急 　　-　　　-

性別

　　　部　第　　学年 氏名 平成・令和　年　月　日

気管切開部の衛生管理

２吸入 ３酸素療法 ４経管栄養 ５導尿

Ⅱ　学校に依頼する医療的ケア
※依頼する医療的ケア及び（　）内の項目に✔を付けてください。（電子データは□をクリックします。）

※ここに記載のない医療的ケアは、□９その他に✔を付け、（　　）内に内容を記入してください。

１吸引 口腔鼻腔内の吸引 気管カニューレ内の吸引

７インスリン療法 　８ その他（８人工呼吸器の管理

９その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６てんかん発作時等の対応 VNS（迷走神経刺激療法） 坐薬 その他（　 　　　）

　　　立　　　　　　学校長　様

　学校からの説明を受け、看護師は、主治医の指示書に基づいて対応することを理解した上で、上記
の医療的ケアについて、学校での実施を依頼します。

記入年月日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

保護者氏名
（施設長氏名） 　

Ⅲ　主治医・医療機関

主治医氏名 医療機関名 緊急時の搬送先（医療機関名・住所・電話番号）

令和　年度　医療的ケア内諾書
保護者様
施設長様

　依頼のあった医療的ケアについて、次の内容が実施可能と判断しました。

１吸引 口腔鼻腔内の吸引 気管カニューレ内の吸引

６てんかん発作時等の対応 VNS（迷走神経刺激療法） 坐薬 その他（　 　　　）

気管切開部の衛生管理

２吸入 ３酸素療法 ４経管栄養 ５導尿

※留意事項

　ついては、Ｒ様式３「入院治療歴」、Ｒ様式４「指示書」概要とＲ様式５～８、10の中から必要な
ものを学校へ提出してください。

　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　立　　　　　　　　学校

校長

７インスリン療法 　８ その他（８人工呼吸器の管理

９その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ここに示していない医療的ケアについては、

特別支援学校は特別支援教育課と、県立中・高等学校は高校教育指導課と協議します。

注釈

※新たな医療的ケアについては、協議した結果をもとに内諾書を作成しま

す。

※留意事項には、学校が生徒等の実態把握ができるまでの間、保護者の

協力を必要 とすることや主治医連携についての協力等を記入します。
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H
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時期・期間（日数） 入院治療の内容 医療機関・主治医

Ｒ様式３ 「入院治療歴」 学校→保護者等→学校

入院治療歴
記入日（初回）　　　　　　令和　　年　　月　　　日

記入者　　保護者　　　保護者以外（　　　　）

Ⅰ　対象者

立　　学校 　　　部　第　　学年 氏名

Ⅱ　入院治療歴

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:
主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

※入学までの状況は保護者が記入してください。入学後の状況は学校が記入してください。
※記入年月日は入院治療の内容の後に記入してください。
※記入欄が足りない場合は、紙幅を増やして使用してください。
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時期・期間（日数） 入院治療の内容 医療機関・主治医

Ｒ様式３ 「入院治療歴」 学校→保護者等→学校

入院治療歴
記入日（初回）　　　　　　令和　　年　　月　　　日

記入者　　保護者　　　保護者以外（　　　　）

Ⅰ　対象者

　○○　立　　□□　　学校 中学部　第２学年 氏名 〇〇　〇〇

Ⅱ　入院治療歴

19年11月頃・（２か月程度） NICU入院　低出生体重のため
医療機関:〇〇総合病院

主 治 医:〇〇　□□

21年10月頃・（1週間程度） てんかんの治療
医療機関:〇〇総合病院

主 治 医:〇〇　□□

23年 ９月頃・（   　程度） 肺炎の治療
医療機関:〇〇総合病院

主 治 医:〇〇　□□

24年５月頃・（　　　程度） 胃ろう造設
医療機関:〇〇総合病院

主 治 医:〇〇□□・▽▽☆

24年８月頃・（　　　　程度） 股関節脱臼予防
医療機関:□□医療センター

主 治 医:□□　□□

２年５月頃・（　　　程度） てんかんの治療（Ｒ2.5.30）
医療機関:〇〇総合病院

主 治 医:〇〇　□□

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:
主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

年　月頃・（　　　程度）
医療機関:

主 治 医:

※入学までの状況は保護者が記入してください。入学後の状況は学校が記入してください。
※記入年月日は入院治療の内容の後に記入してください。
※記入欄が足りない場合は、紙幅を増やして使用してください。

保護者等が記入し、指示書に添えて学校に提出していただきます。

記入例
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）

Ⅲ　指示書の指示期間　：　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

Ⅳ　指示書の指示期間の更新

Ⅴ 　指示書の指示内容の変更

Ｒ様式４「指示書」概要 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

令和　年度　医療的ケア指示書
標記の件について、「Ⅱ指示する内容」により指示書を作成します。

※該当項目の□に✔してください。（電子データは□をクリックしてください。）その他は記入してください。

※主治医意見等はＲ様式８に記入してください。

神経・筋疾患： 心疾患：

てんかん： 喉頭・気管支軟化症

Ⅰ　対象者の基礎疾患等

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　

【基礎疾患名等】

先天性の疾患： 脳性まひ 原因疾患:   

Ⅰ型糖尿病 Ⅱ型糖尿病 その他の疾患：

【学校生活で注意、配慮すべき事項】

知的発達に係る疾患：　　　　　　　　　　　　　感覚器の疾患：

気管支喘息 食物アレルギー：

骨折に注意（介助法等）

体位変換・姿勢調整に配慮 疲労の蓄積・興奮の持続に注意（てんかん）

低体温（　　℃）以下は保温・要観察 腹部膨満（腸の動きを促す運動等）

未定頸( 頚部の過伸展に配慮 舌根沈下・下顎の後退に配慮)

気管切開部の衛生管理

２吸入 ３酸素療法 常時 緊急時 ４経管栄養 ５導尿

その他（

Ⅱ　指示する内容

※該当する医療的ケアに✔を付け、様式（Ｒ様式５～８、10）に必要事項を記載してください。

１吸引 口腔鼻腔内の吸引 気管カニューレ内の吸引

６てんかん発作時等の対応 　　VNS（迷走神経刺激療法） 坐薬 その他（　 　　　）

７インスリン療法 　８ その他（８人工呼吸器の管理　

主治医氏名
（自署）

指示書の指示期間を令和　　年　月　日　～　令和　　年　月　日に更新する。

記入年月日 　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　

９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記入年月日 　　令和　　　　年　　　　月　　　  日

医療機関名

【指示期間の更新】○指示書の有効期間は６か月以内です（平成26年厚生労働省告示第五十六号）。
　　　　　　　　　○坐薬や口腔用液（ブコラム®）のみは１年間（県立学校のみ）です。
【指示内容の変更】○Ｒ様式４～８、10の変更部分に二重線を引き、変更加筆又は削除し押印または
                    署名をしてください。
　　　　　　　　　○変更が複数回になる場合は、Ｒ様式８「主治医意見書」を使用してください。
　　　　　　　　　○変更した指示書の指示期間はⅣの指示期間と同じです。

記入年月日 　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

医療機関名

主治医氏名
（自署）

医療機関名

主治医氏名
（自署）

Ｒ様式（　）の（　　　　　　　　　　　）に関する指示内容を変更する。
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）

Ⅲ　指示書の指示期間　：　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

Ⅳ　指示書の指示期間の更新

Ⅴ 　指示書の指示内容の変更

Ｒ様式４「指示書」概要 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

令和　年度　医療的ケア指示書
標記の件について、「Ⅱ指示する内容」により指示書を作成します。

※該当項目の□に✔してください。（電子データは□をクリックしてください。）その他は記入してください。

※主治医意見等はＲ様式８に記入してください。

神経・筋疾患： 心疾患：

てんかん： 喉頭・気管支軟化症

Ⅰ　対象者の基礎疾患等

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　

【基礎疾患名等】

先天性の疾患： 脳性まひ 原因疾患:   

Ⅰ型糖尿病 Ⅱ型糖尿病 その他の疾患：

【学校生活で注意、配慮すべき事項】

知的発達に係る疾患：　　　　　　　　　　　　　感覚器の疾患：

気管支喘息 食物アレルギー：

骨折に注意（介助法等）

体位変換・姿勢調整に配慮 疲労の蓄積・興奮の持続に注意（てんかん）

低体温（　　℃）以下は保温・要観察 腹部膨満（腸の動きを促す運動等）

未定頸( 頚部の過伸展に配慮 舌根沈下・下顎の後退に配慮)

気管切開部の衛生管理

２吸入 ３酸素療法 常時 緊急時 ４経管栄養 ５導尿

その他（

Ⅱ　指示する内容

※該当する医療的ケアに✔を付け、様式（Ｒ様式５～８、10）に必要事項を記載してください。

１吸引 口腔鼻腔内の吸引 気管カニューレ内の吸引

６てんかん発作時等の対応 　　VNS（迷走神経刺激療法） 坐薬 その他（　 　　　）

７インスリン療法 　８ その他（８人工呼吸器の管理　

主治医氏名
（自署）

指示書の指示期間を令和　　年　月　日　～　令和　　年　月　日に更新する。

記入年月日 　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　

９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記入年月日 　　令和　　　　年　　　　月　　　  日

医療機関名

【指示期間の更新】○指示書の有効期間は６か月以内です（平成26年厚生労働省告示第五十六号）。
　　　　　　　　　○坐薬や口腔用液（ブコラム®）のみは１年間（県立学校のみ）です。
【指示内容の変更】○Ｒ様式４～８、10の変更部分に二重線を引き、変更加筆又は削除し押印または
                    署名をしてください。
　　　　　　　　　○変更が複数回になる場合は、Ｒ様式８「主治医意見書」を使用してください。
　　　　　　　　　○変更した指示書の指示期間はⅣの指示期間と同じです。

記入年月日 　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

医療機関名

主治医氏名
（自署）

医療機関名

主治医氏名
（自署）

Ｒ様式（　）の（　　　　　　　　　　　）に関する指示内容を変更する。

基礎疾患名等は：（コロン）の後に診断名を記入してください。

記入スペースが足りない場合や詳しい情報はＲ様式８「主治医意見書」に記入し

てください。

保護者と学校は日常的に注意、配慮していることを確認のうえ、そのことを主治医に伝え

てください。主治医は、体調の維持管理、事故の未然防止に係る項目を してください。

【指示期間の更新】に係る文書の提出はＲ様式４とＲ様式９です。

【指示内容の変更】に係る文書の提出は、

Ｒ様式４「指示書」概要、Ｒ様式５～８、10のうち該当する様式、Ｒ様式９「承諾書」です。

注釈

Ｒ様式５～７、10の「指示書」では不十分な内容は、Ｒ様式８「主治医意見書」を使用してください。

指示書の有効期間は半年です（平成26年厚生労働省告示第五十六号）。

※坐薬や口腔用液（ブコラム®）のみは１年間（県立学校のみ）です

54



・吸入の間隔（　　　　）分以上空ける。

・ 二酸化炭素分圧pCO2（　　　）㎜Hg 動脈血

酸素投与指示量

基本流量（　　　）L

調整範囲（　　　　～　　　　）L

※　該当事項の□に✔を付け、（　　）に必要な内容を記入してください。

Ｒ様式５「指示書」呼吸・循環 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

「指示書」呼吸・循環（吸引・酸素療法等）

呼
吸
・
循
環

（
吸
引
・
酸
素
療
法
等

）

口腔・鼻腔内の吸引 低酸素状態等への対応

・カテーテルサイズ（　　）Fr 救急搬送の判断基準
・挿入する長さ　口腔（　　　）㎝　　鼻腔（　　　）㎝ SpO2が（　　　　）％以下が（　　　　）分続く時、

救急搬送する。

単純気管切開 喉頭気管分離 　※呼吸状態の悪化の他、脈拍や体温等に
　　係る異常がある時。気管腕頭動脈瘻 肉芽

気管カニューレが抜けやすい。
その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　気管カニューレ事故抜去時の対応

※　Ⅱ型呼吸不全がある場合は、酸素投与は高炭酸ガス血症（CO2ナルコーシス）に十分に注意してください。

※　学校では酸素流量の調節は、高炭酸ガス血症を予防するために主治医、指導医、看護師の連携により判断します。

※　心臓疾患がある場合は、酸素投与・酸素流量の調節は主治医の指示に従ってください。

日常的な医療的ケア（分泌物の吸引等） 緊急時の判断基準と対応

・吸引圧（　　）㎪以下・１回の吸引時間（　　）秒まで。

気管カニューレ内の吸引
バギングについて
SpO2が（　　　　）％以下が（　　　　）分続く時、
使用する。
　※詳細はＲ様式８に記入する。

・気管カニューレの種類（　　　　　　　　　　　）

・カテーテルサイズ（　）Fr・挿入する長さ（　）㎝

・吸引圧（　　）㎪以下　 主治医と相談し判断する。

・一回の吸引時間（　　）秒まで。 　※呼吸状態の悪化の他、脈拍や体温、
　　 覚醒等に係る異常がある時。

気管切開部と周囲の状態
保護者と相談し判断する。

※気管カニューレの状態の確認や取扱いについては、
主治医、医療的ケア指導医と相談のうえ対応してくだ
さい。必要事項はＲ様式８に記入します。

救急搬送する。（　　　　　病院）

看護師が対応する。

※緊急対応マニュアルによる。

吸入
（生食：　　　　  　　　　ml）

（薬液：　　　　　　　　　　） その他：
（　　　　　　　　　ml）

日常的な医療的ケア（酸素療法） 緊急時の酸素吸入

酸素療法を使用する理由と流量（常時） SpO2（　　　）％以下が（　　）分続いた時は
酸素流量を（　　　）L/分とする。
最大流量は（　　）Lまでとする。

Ⅰ型呼吸不全

（　　　  　）L/分・目安となるSpO2（　　  　）％

・その他のデータ： 上段の「低酸素状態等への対応」につい
ては、上記の「緊急時の酸素吸入」を実施
した上での基準とする。

主治医氏名
（自署）

Ⅱ型呼吸不全 　主治医と相談し判断する。

（　  　　　）L/分・目安となるSpO2（　　  　）％ 　保護者対応

測定日：Ｒ　　年　　月　　日 静脈血
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・吸入の間隔（　　　　）分以上空ける。

・ 二酸化炭素分圧pCO2（　　　）㎜Hg 動脈血

酸素投与指示量

基本流量（　　　）L

調整範囲（　　　　～　　　　）L

※　該当事項の□に✔を付け、（　　）に必要な内容を記入してください。

Ｒ様式５「指示書」呼吸・循環 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

「指示書」呼吸・循環（吸引・酸素療法等）

呼
吸
・
循
環

（
吸
引
・
酸
素
療
法
等

）

口腔・鼻腔内の吸引 低酸素状態等への対応

・カテーテルサイズ（　　）Fr 救急搬送の判断基準
・挿入する長さ　口腔（　　　）㎝　　鼻腔（　　　）㎝ SpO2が（　　　　）％以下が（　　　　）分続く時、

救急搬送する。

単純気管切開 喉頭気管分離 　※呼吸状態の悪化の他、脈拍や体温等に
　　係る異常がある時。気管腕頭動脈瘻 肉芽

気管カニューレが抜けやすい。
その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　気管カニューレ事故抜去時の対応

※　Ⅱ型呼吸不全がある場合は、酸素投与は高炭酸ガス血症（CO2ナルコーシス）に十分に注意してください。

※　学校では酸素流量の調節は、高炭酸ガス血症を予防するために主治医、指導医、看護師の連携により判断します。

※　心臓疾患がある場合は、酸素投与・酸素流量の調節は主治医の指示に従ってください。

日常的な医療的ケア（分泌物の吸引等） 緊急時の判断基準と対応

・吸引圧（　　）㎪以下・１回の吸引時間（　　）秒まで。

気管カニューレ内の吸引
バギングについて
SpO2が（　　　　）％以下が（　　　　）分続く時、
使用する。
　※詳細はＲ様式８に記入する。

・気管カニューレの種類（　　　　　　　　　　　）

・カテーテルサイズ（　）Fr・挿入する長さ（　）㎝

・吸引圧（　　）㎪以下　 主治医と相談し判断する。

・一回の吸引時間（　　）秒まで。 　※呼吸状態の悪化の他、脈拍や体温、
　　 覚醒等に係る異常がある時。

気管切開部と周囲の状態
保護者と相談し判断する。

※気管カニューレの状態の確認や取扱いについては、
主治医、医療的ケア指導医と相談のうえ対応してくだ
さい。必要事項はＲ様式８に記入します。

救急搬送する。（　　　　　病院）

看護師が対応する。

※緊急対応マニュアルによる。

吸入
（生食：　　　　  　　　　ml）

（薬液：　　　　　　　　　　） その他：
（　　　　　　　　　ml）

日常的な医療的ケア（酸素療法） 緊急時の酸素吸入

酸素療法を使用する理由と流量（常時） SpO2（　　　）％以下が（　　）分続いた時は
酸素流量を（　　　）L/分とする。
最大流量は（　　）Lまでとする。

Ⅰ型呼吸不全

（　　　  　）L/分・目安となるSpO2（　　  　）％

・その他のデータ： 上段の「低酸素状態等への対応」につい
ては、上記の「緊急時の酸素吸入」を実施
した上での基準とする。

主治医氏名
（自署）

Ⅱ型呼吸不全 　主治医と相談し判断する。

（　  　　　）L/分・目安となるSpO2（　　  　）％ 　保護者対応

測定日：Ｒ　　年　　月　　日 静脈血

既定の指示項目では不十分な内容については、Ｒ様式８「主治医意見書」を使用してください。

気管カニューレ内が閉塞する可能性のある生徒等

については、保護者と学校に対応方法を説明してく

ださい。

中枢性の呼吸障害や気道閉塞の可能性のある生

徒等については、救急搬送の判断基準やバギング、

酸素投与について看護師への指導助言をお願いし

ます。

注釈
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しぼり器 （例:      ㎝、　　Frを使用）

注入ポンプ 救急搬送する。
受診する。

　   栄養剤と白湯等の混合

・水分摂取の時刻と量（目安）

白湯 ソリタ水 お茶

脱気

食べ始めに少量経口摂取する。

経口摂取で不足する量を注入する。

※体幹と下顎の角度、上唇や下顎、舌の動き、嚥下のタイミング等に留意して食事介助する。

可

※　該当事項の□に✔を付け、（　　）及び【注意点等】の後に必要な内容を記入してください。

Ｒ様式６「指示書」栄養・排せつ （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　＿

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

「指示書」栄養・排せつ（経管栄養・導尿）

胃ろう 腸ろう ボタン・チューブの抜去・抜管時の対応

※　腹部膨満のある生徒等では、日頃から腸の動きを観察し腸の働きを促す運動や水分の摂取に留意してください。

※　学校では、経鼻カテーテルの挿入はできません。

※　胃ろうボタン抜去時の対応は、主治医、指導医の指導助言を受けて対応してください。

日常的な医療的ケア（経管栄養） 緊急時の判断基準と対応

(固定水の入れ替えやチューブ交換は、学校では行いませ
ん。家庭等で確認し対応してください。)

①清潔なタオル等でろう孔を覆い

救急搬送する。
受診する。

経鼻胃管栄養 経鼻腸管栄養 ②ろう孔の縮小・閉鎖を防ぐために細めの
チューブをろう孔に挿入しテープで固定させ
て

・チューブの長さ（　　　）㎝ ・チューブの太さ（　　　）Fr

・注入の方法
イルリガートル

シリンジ

栄養剤の種類と摂取量(お薬説明書のとおり)
栄
養
・
排
せ
つ

(

経
管
栄
養
・
導
尿

)

（　　 ： 　　）頃　（　   ）ml　・　（　　 ： 　　）頃　（　 　）ml

その他(　　　　　　　　　　)

③その他の方法：

※栄養剤や水分の摂取は生徒等の体調等を見極めながら実
施する。(機械的にならないようにすること。)

①昼の注入
栄養剤（　　　　　　　）ml

液状 半固形 注入の中止

①胃の内容物（残渣物）の色等の異常
 栄養剤(　　  　　)mlと白湯(　  　　　)ml (　　　　　　　    　　)色の時
　　　・標準的な注入時間（　　　）分 保護者に連絡し対応を協議する。

保護者と連絡が取れない場合は、主治
医又は指導医に連絡し指示を受ける。

②水分の注入

②胃の内容物（残渣物）の量の異常

（　　 ：　 　）頃　（　   ）ml　・　（　　 ： 　　）頃　（　 　）ml 胃の内容物が(　　)ml以上ある時は注
入を中止し、保護者と相談し判断す
る。・水分の内容

・サイズ　（　　　　）Ｆr

③注入前後の注意事項
経管栄養は食事の一形態という認識をもち、口腔ケアや体幹の運動等を取り入れて、唾液の分
泌や舌の動きを促し、リラックスした呼吸状態を整える。また、同一姿勢を数十分続けること
は、背面に熱がこもり身体を反り返らせることにつながるため、適宜、重心移動を行い熱の放
散等に留意する。理学療法士等との連携を行う。

胃の内容物の確認
【注意点等】

④経口摂取との併用

【注意点等】

導尿
・カテーテルの種類（　　　　　　　　　　　　）

尿の濁り

・尿道に挿入する長さ　（　　　）㎝ 保護者と相談し対応を判断する。
・尿量の計測　 連絡帳等に記載する
・用手圧迫 不可 その他：

【注意点等】

主治医氏名
（自署）
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しぼり器 （例:      ㎝、　　Frを使用）

注入ポンプ 救急搬送する。
受診する。

　   栄養剤と白湯等の混合 ①胃の内容物（残渣物）の色等の異常

・水分摂取の時刻と量（目安）

白湯 ソリタ水 お茶

可

※　該当事項の□に✔を付け、（　　）及び【注意点等】の後に必要な内容を記入してください。

Ｒ様式６「指示書」栄養・排せつ （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

「指示書」栄養・排せつ（経管栄養・導尿）

胃ろう 腸ろう ボタン・チューブの抜去・抜管時の対応

※　腹部膨満のある生徒等では、日頃から腸の動きを観察し腸の働きを促す運動や水分の摂取に留意してください。

※　学校では、経鼻カテーテルの挿入はできません。

※　胃ろうボタン抜去時の対応は、主治医、指導医の指導助言を受けて対応してください。

日常的な医療的ケア（経管栄養） 緊急時の判断基準と対応

(固定水の入れ替えやチューブ交換は、学校では行いませ
ん。家庭等で確認し対応してください。)

①清潔なタオル等でろう孔を覆い

救急搬送する。
受診する。

経鼻胃管栄養 経鼻腸管栄養 ②ろう孔の縮小・閉鎖を防ぐために細めの
チューブをろう孔に挿入しテープで固定させ
て

・チューブの長さ（　　　）㎝ ・チューブの太さ（　　　）Fr

・注入の方法
イルリガートル

シリンジ

栄養剤の種類と摂取量(お薬説明書のとおり)
栄
養
・
排
せ
つ

(

経
管
栄
養
・
導
尿

)

 栄養剤(　　  　　)mlと白湯(　  　　　)ml

（　　 ： 　　）頃　（　   ）ml　・　（　　 ： 　　）頃　（　 　）ml

その他(　　　　　　　　　　)

③その他の方法：

※栄養剤や水分の摂取は生徒等の体調等を見極めながら実
施する。(機械的にならないようにすること。)

①昼の注入
栄養剤（　　　　　　　）ml

液状 半固形
注入の中止

(　　　　　　　　　　　　)色の時
　　　・標準的な注入時間（　　　）分 保護者に連絡し対応を協議する。

保護者と連絡が取れない場合は、主治
医又は指導医に連絡し指示を受ける。

②水分の注入

②胃の内容物（残渣物）の量の異常

（　　 ：　 　）頃　（　   ）ml　・　（　　 ： 　　）頃　（　 　）ml 胃の内容物が(　　)ml以上ある時は注
入を中止し、保護者と相談し判断す
る。・水分の内容

【注意点等】

③注入前後の注意事項
経管栄養は食事の一形態という認識をもち、口腔ケアや体幹の運動等を取り入れて、唾液の分
泌や舌の動きを促し、リラックスした呼吸状態を整える。また、同一姿勢を数十分続けること
は、背面に熱がこもり身体を反り返らせることにつながるため、適宜、重心移動を行い熱の放
散等に留意する。理学療法士等との連携を行う。

胃の内容物の確認 脱気
【注意点等】

④経口摂取との併用
食べ始めに少量経口摂取する。

経口摂取で不足する量を注入する。

※体幹と下顎の角度、上唇や下顎、舌の動き、嚥下のタイミング等に留意して食事介助する。

導尿
・カテーテルの種類（　　　　　　　　　　　　）

尿の濁り
・サイズ　（　　　　）Ｆr

主治医氏名
（自署）

・尿道に挿入する長さ　（　　　）㎝ 保護者と相談し対応を判断する。
・尿量の計測　 連絡帳等に記載する
・用手圧迫 不可 その他：

【注意点等】

摂食・嚥下障害のある生徒等の食事介助は、実施者の経験等

により対応能力に違いがあることを御理解ください。

注釈

胃ろうボタン等の抜去時の対応は、あ

らかじめ保護者や学校に対応方法に

ついて指導助言をお願いします。

既定の指示項目では不十分な内容については、Ｒ様式８「主治医意見書」を使用してください。
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てんかん発作発生時の対応
焦点意識保持発作

焦点意識減損発作

強直間代発作
坐薬は使用せず、ブコラムを使用する。
Ｒ様式８「主治医意見書」に詳細を記載

※坐薬使用後の対応
すぐに救急搬送する
坐薬使用後も（　　　　）分発作が続く時、または
（　　）回発作がある時は救急搬送する。
保護者対応（受診する）

てんかん発作憎悪予防の対応
その他：

（　　　）分後発熱が（　　　）℃以上あれば
薬剤名：　　　　　　　　　：　　　　㎎を

なし

なし あり 　一剤目解熱坐剤使用後に発作が起こった時

　

　

その他：

その他：

：

※　該当事項の□に✔を付け、（　　）に必要な内容を記入してください。

Ｒ様式７「指示書」神経・代謝等 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

「指示書」神経・代謝等（てんかん発作時等の対応・インスリン療法・その他）

日常的な医療的ケア（VNS迷走神経刺激療法） 緊急時の判断基準と対応

神
経
・
代
謝
等

(

て
ん
か
ん
発
作
時
の
対
応
・
イ
ン
ス
リ
ン
療
法
・
そ
の
他

)

てんかん発作の種類 坐薬挿入のタイミングと使用する坐薬

出現している発作 対応必要な発作（具体的な状態）

焦点意識保持発作 発作が(　　　　)分以上続く時、
薬剤名(　　　　　　　　：　　　㎎)を
(　　　)個挿入する。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焦点意識減損発作
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 発作が(　　　　)分間に(　　　　)回以上頻発する時、

薬剤名(　　　　　　　　　　：　　　　　　　㎎)を
(　　　)個挿入する。

強直間代発作
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

欠神発作 欠神発作
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

脱力発作 脱力発作

ミオクロニー発作 ミオクロニー発作

その他 発熱が(　　　　)℃以上になった時、
ダイアップ　（　　　　）㎎（　　　）個挿入する。
解熱坐剤（薬剤名：　　　　　　　　　　　：　　　　㎎）を
（　　　）個挿入する。

※てんかん協会www.jea-net.jp/epilepsy参照 第二剤目も使用する

坐薬挿入後（　　）分以内に排便があれば

てんかん発作の様子
　一剤目がダイアップの時

◎過去１年間
週１回以上 年１回以上 （　　　）個挿入する。

◎重責発作

発作が（　　）分続く時、１剤目より（　　）分開けて、

VNS：迷走神経刺激療法
薬剤名　　　　　　　　：　　　㎎を（　　）個挿入する。
　

定時 (　　　：　　　)　(　　　：　　　)　(　　　：　　　) 再挿入する。

再挿入する坐薬は

その他： 同量
半分の量

(　　)秒以上の発作がみられた時。
左胸胸部の刺激装置本体の位置を確認し、皮膚の上か
らマグネットを(　　)秒当てて離す。

その他：

・長い間発作が起きていない場合
(　)ヵ月以上起きていなかった発作が起きた場
合は、速やかに主治医を受診する。マグネットを当てた後も発作が続く時は、

その他

再度マグネットを当てる。

その他： ・新たな発作が起きた場合
今までにないような発作の症状と思われる場合
は、速やかに主治医を受診する。

インスリン療法

　Ｒ様式８「主治医意見書」に記載

腹膜孔ケア

Ｒ様式８「主治医意見書」に記載

Ｒ様式８「主治医意見書」に記載

主治医氏名
（自署）
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てんかん発作発生時の対応
焦点意識保持発作

焦点意識減損発作

強直間代発作
坐薬は使用せず、ブコラムを使用する。
Ｒ様式８「主治医意見書」に詳細を記載

※坐薬使用後の対応
すぐに救急搬送する
坐薬使用後も（　　　　）分発作が続く時、または
（　　）回発作がある時は救急搬送する。
保護者対応（受診する）

てんかん発作憎悪予防の対応
その他：

（　　　）分後発熱が（　　　）℃以上あれば
薬剤名：　　　　　　　　　：　　　　㎎を

なし

なし あり 　一剤目解熱坐剤使用後に発作が起こった時

　

　

その他：

その他：

：

※　該当事項の□に✔を付け、（　　）に必要な内容を記入してください。

Ｒ様式７「指示書」神経・代謝等 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

「指示書」神経・代謝等（てんかん発作時等の対応・インスリン療法・その他）

日常的な医療的ケア（VNS迷走神経刺激療法） 緊急時の判断基準と対応

神
経
・
代
謝
等

(

て
ん
か
ん
発
作
時
の
対
応
・
イ
ン
ス
リ
ン
療
法
・
そ
の
他

)

てんかん発作の種類 坐薬挿入のタイミングと使用する坐薬

出現している発作 対応必要な発作（具体的な状態）

焦点意識保持発作 発作が(　　　　)分以上続く時、
薬剤名(　　　　　　　　：　　　㎎)を
(　　　)個挿入する。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

焦点意識減損発作
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 発作が(　　　　)分間に(　　　　)回以上頻発する時、

薬剤名(　　　　　　　　　　：　　　　　　　㎎)を
(　　　)個挿入する。

強直間代発作
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

欠神発作 欠神発作
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

脱力発作 脱力発作

ミオクロニー発作 ミオクロニー発作

その他 発熱が(　　　　)℃以上になった時、
ダイアップ　（　　　　）㎎（　　　）個挿入する。
解熱坐剤（薬剤名：　　　　　　　　　　　：　　　　㎎）を
（　　　）個挿入する。

※てんかん協会www.jea-net.jp/epilepsy参照 第二剤目も使用する

坐薬挿入後（　　）分以内に排便があれば

てんかん発作の様子
　一剤目がダイアップの時

◎過去１年間
週１回以上 年１回以上 （　　　）個挿入する。

◎重責発作

発作が（　　）分続く時、１剤目より（　　）分開けて、

VNS：迷走神経刺激療法
薬剤名　　　　　　　　：　　　㎎を（　　）個挿入する。
　

定時 (　　　：　　　)　(　　　：　　　)　(　　　：　　　) 再挿入する。

再挿入する坐薬は

その他： 同量
半分の量

(　　)秒以上の発作がみられた時。
左胸胸部の刺激装置本体の位置を確認し、皮膚の上か
らマグネットを(　　)秒当てて離す。

その他：

・長い間発作が起きていない場合
(　)ヵ月以上起きていなかった発作が起きた場
合は、速やかに主治医を受診する。マグネットを当てた後も発作が続く時は、

その他

再度マグネットを当てる。

その他： ・新たな発作が起きた場合
今までにないような発作の症状と思われる場合
は、速やかに主治医を受診する。

インスリン療法

　Ｒ様式８「主治医意見書」に記載

腹膜孔ケア

Ｒ様式８「主治医意見書」に記載

Ｒ様式８「主治医意見書」に記載

主治医氏名
（自署）

注釈

呼吸抑制の可能性がある場合や発作の状態が変容している場合等に関わって、

緊急性や適切な対応方法について、看護師等への指導助言をお願いします。

既定の指示項目では不十分な内容については、Ｒ様式８「主治医意見書」を使用してください。

60



主治医意見

Ｒ様式８「主治医意見書」 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

主治医意見書

※必要に応じて、この様式（Ｒ様式８「主治医意見書」）に替えて医療機関の様式を使用してください。

　 なお、その場合は、日付、対象者氏名、主治医氏名を明記のうえ押印または署名をしてください。

主治医氏名
（自署）

看護師への指示内容

緊急対応の判断基準と対応

準備物等

※必要に応じて紙幅を増やして使用してください。
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主治医意見

Ｒ様式８「主治医意見書」 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　学校　　（　　　　部）　第　　学年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

主治医意見書

　 なお、その場合は、日付、対象者氏名、主治医氏名を明記のうえ押印または署名をしてください。

主治医氏名
（自署）

看護師への指示内容

緊急対応の判断基準と対応

準備物等

※必要に応じて紙幅を増やして使用してください。

※必要に応じて、この様式（Ｒ様式８「主治医意見書」）に替えて医療機関の様式を使用してください。

注釈

Ｒ様式５「指示書」呼吸・循環（吸引・酸素療法等）、

Ｒ様式６「指示書」栄養・排せつ（経管栄養・導尿）、

Ｒ様式７「指示書」神経・代謝等（てんかん発作時等の対応）

Ｒ様式10「指示書」人工呼吸器の管理

に記入できなかった指示内容及びインスリン療法、腹膜孔ケアの指示内容を記入してくださ

い。

アンビューバッグの使用や緊急時の酸素投与、救急搬送の判断基準等について

記入してください。

学校の看護師が、生徒等の病態を理解するうえで必要な情報を示してください。

症状、診断、治療などの大まかな診療の総括や医療的ケアを実施する上での留意点につ

いて助言をお願いします。

入院した場合は、その時の診療の状況やその後の日常生活での留意点についての助言を

お願いします。

必要な医療器具等を記入してください。
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Ⅱ　実施する医療的ケア　

　　※留意事項

Ⅰ　対象者

Ｒ様式９「医療的ケア承諾書」 学校→学校医→（学校）→保護者等→学校→保護者等→（写しを）教育委員会

【指示書作成日】　①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

令和　年度　医療的ケア承諾書
保護者様
施設長様

３酸素療法

（　　　　　部）　第　　　　学年（　　　　　　　　）さんに対する依頼のあった医療的ケアについて、

令和　年度医療的ケアの指示書のとおり実施します。

１吸引 口腔鼻腔内の吸引 気管カニューレ内の吸引 気管切開部の衛生管理

９その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４経管栄養 ５導尿

６てんかん発作時等の対応 VNS（迷走神経刺激療法） 坐薬 その他（　 　　　）

２吸入

７インスリン療法 　８ その他（８人工呼吸器の管理

※　指示書の指示内容の変更に関する指導医（学校医）の指導助言

※留意事項

Ⅲ　医療的ケア実施者

    　　　立　　　　　　　　学校の看護師及び学校が宿泊行事等で依頼する看護師

Ⅳ　学校医の確認及び同意

 上記の医療的ケアの実施に同意します。

※　学校における医療的ケアの実施に関する指導医（学校医）の指導助言

令和　　年　　月　　日　指導医（学校医）氏名　                                                       　　　　　　　

※　指示書の指示内容の変更に関する指導医（学校医）の指導助言

令和　　年　　月　　日　指導医（学校医）氏名　　　　　　　　　

Ⅶ　指示書指示期間の更新及び指示内容の変更に係る確認

令和　　年　　月　　日　指導医（学校医）氏名　　　　　　　　

Ⅴ　保護者又は施設長の了承

　上記の医療的ケアの実施を了承します。
記入日　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

保護者氏名
施設長氏名

Ⅵ　学校の承諾

　上記の医療的ケアの実施を承諾します。
記入日　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　立　　　　　　学校

校長氏名

指示書指示期間の更新の確認 令和　　年　　月　　日 保護者氏名　　　　　 　　　　　　　　

指示書指示期間の更新の確認 令和　　年　　月　　日 校長氏名　　　　　　　　　　　　

指示書指示内容の変更の確認 令和　　年　　月　　日 保護者氏名　　　　　　　　　　　　 

指示書指示内容の変更の確認 令和　　年　　月　　日 校長氏名　　　　　　　　　　　　　　　
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Ⅱ　実施する医療的ケア　

　　※留意事項

Ⅰ　対象者

Ｒ様式９「医療的ケア承諾書」 学校→学校医→（学校）→保護者等→学校→保護者等→（写しを）教育委員会

【指示書作成日】　①年度当初の指示 : 令和　　年　　月　　日　　②内容変更時の指示 : 令和　　年　　月　　日

令和　年度　医療的ケア承諾書
保護者様
施設長様

３酸素療法

（　　　　　部）　第　　　　学年（　　　　　　　　）さんに対する依頼のあった医療的ケアについて、

令和　年度医療的ケアの指示書のとおり実施します。

１吸引 口腔鼻腔内の吸引 気管カニューレ内の吸引 気管切開部の衛生管理

２吸入

６てんかん発作時等の対応 VNS（迷走神経刺激療法） 坐薬

４経管栄養 ５導尿

その他（　 　　　）

７インスリン療法 　８ その他（８人工呼吸器の管理

※　指示書の指示内容の変更に関する指導医（学校医）の指導助言

９その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※留意事項

Ⅲ　医療的ケア実施者

       　　　立　　　　　　　　学校の看護師及び学校が宿泊行事等で依頼する看護師

Ⅳ　学校医の確認及び同意

 上記の医療的ケアの実施に同意します。

※　学校における医療的ケアの実施に関する指導医（学校医）の指導助言

令和　　年　　月　　日　学校医氏名　                                                       　　　　　　　

　上記の医療的ケアの実施を承諾します。

令和　　年　　月　　日　学校医氏名　　　　　　　　　

※　指示書の指示内容の変更に関する指導医（学校医）の指導助言

令和　　年　　月　　日　指導医（学校医）氏名　　　　　　　　

Ⅴ　保護者又は施設長の了承

　上記の医療的ケアの実施を了承します。
記入日　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

保護者氏名
施設長氏名

Ⅵ　学校の承諾

記入日　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　立　　　　　　学校

校長氏名

Ⅶ　指示書指示期間の更新及び指示内容の変更に係る確認

指示書指示期間の更新の確認 令和　　年　　月　　日 保護者氏名　　　　　 　　　　　　　　

指示書指示内容の変更の確認 令和　　年　　月　　日 校長氏名　　　　　　　　　　　　　　　

指示書指示期間の更新の確認 令和　　年　　月　　日 校長氏名　　　　　　　　　　　　　

指示書指示内容の変更の確認 令和　　年　　月　　日 保護者氏名　　　　　　　　　　　　 

注釈

指示書の指示内容の変更が２回以上に及ぶ場合は、改めてこの様式を使用し、初

回作成の承諾書とともに管理してください。
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自発呼吸　　　　有・　　　無

呼吸器離脱可能時間（　　　　　　　　　　　）

使用機種 （ ） 保護者に相談し指示を仰ぐ。

換気様式　　　従量式・　　　従圧式

呼吸モード

（ ）

（ ）㎝H２O
（ ） 　Ｌ／分・（ ）％

　（ ）L/分

（ ）秒

　（ ） ： （ ）

　（ ）回/分

　（ ）㎝H２O  ・ hPa
　（ ）㎝H２O

　（ ）ｍｌ

　（ ）㎝H２O

　（ ）㎝H２O

（ ）Ｌ／分

（ ）Ｌ／分

（ ）㎝H２O

（ ）　％

（ ）℃

有 ・ 無

（ ）％以下の時使用

気管部からの吸引時に毎回使用 保護者と相談し判断する。

※　該当事項の□に✔を付け、（　　）に必要な内容を記入してください。
※　吸引の指示については「Ｒ様式５（呼吸・循環）」に記入してください。
※　学校看護師は緊急時を除き回路の変更は行いません。

Ｒ様式10「指示書」人工呼吸器の管理 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校（　　　　部）　第　　学年　　氏名　　　　　　 　　　　　　　　　 

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　年　　月　　日

「指示書」人工呼吸器の管理

日常的な医療的ケア（人工呼吸器の管理） 緊急時の判断基準と対応

人
工
呼
吸
器
の
管
理

概要 人工呼吸器のアラームが鳴った際の対応

バイタルサイン(SpO２、脈、顔色)が安定して
いる場合はしばらく経過観察する。学校生活における人工呼吸器の使用　　　常時　・　　　一時的

CPAP

Sモード S/Tモード Tモード ①アラームが（　　）分鳴り続けたら回路を外し
原因を探すとともに、保護者に相談し、指示を
仰ぐ。

その他

IMV SIMV
人工呼吸器のアラームが鳴り続けた際の対応

ASSIST BiPAP

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 トリガー感度　　

O２流量・FiO２ SpO２（　　　）％以下となったらバギングする。

吸気流量 目安（　　　　　　）回／分

吸気時間　

吸気呼気比 ②アラームが（　　）分以上鳴り続けたら

呼吸回数 保護者来校を依頼する（来校することが難し
い場合は救急搬送する）。吸気圧

低酸素状態等への対応

人工呼吸器のアラームの設定
SpO２（　　　）％以下が（　　）分続いた時は、
酸素流量を（　　）Ⅼ/分とする。最高気道内圧

PEEP 救急搬送する。

１回換気量

最低気道内圧

最大分時換気量 救急搬送の判断基準
SpO２が（　　　　）％以下が（　　　　）分続く
時、救急搬送する。

最小分時換気量

吸気圧低下アラーム

SpO２

主治医氏名
（自署）

酸素飽和度 バギング
SpO２が（　　　　）％以下が（　　　　）分続く
時、使用する。　目安（　　　　　　）回／分
※詳細はＲ様式８に記入する。その他

加温加湿器 主治医と相談し判断する。
※呼吸状態の悪化の他、脈拍や体温、
覚醒等に係る異常がある時。

オート機能

吸引時のアンビューバッグの使用
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自発呼吸　　　　有・　　　無

呼吸器離脱可能時間（　　　　　　　　　　　）

使用機種 （ ） 保護者に相談し指示を仰ぐ。

換気様式　　　従量式・　　　従圧式

呼吸モード

（ ）

（ ）㎝H２O
（ ） 　Ｌ／分・（ ）％

　（ ）L/分

（ ）秒

　（ ） ： （ ）

　（ ）回/分

　（ ）㎝H２O  ・ hPa
　（ ）㎝H２O

　（ ）ｍｌ

　（ ）㎝H２O

　（ ）㎝H２O

（ ）Ｌ／分

（ ）Ｌ／分

（ ）㎝H２O

（ ）　％

（ ）℃

有 ・ 無

（ ）％以下の時使用

気管部からの吸引時に毎回使用 保護者と相談し判断する。

※　該当事項の□に✔を付け，（　　）に必要な内容を記入してください。
※　吸引の指示については「Ｒ様式５（呼吸・循環）」に記入してください。
※　学校看護師は緊急時を除き回路の変更は行いません。

Ｒ様式10「指示書」人工呼吸器の管理 （学校→保護者等→）主治医→保護者等→学校→（写しを）教育委員会

　　　立　　　　　　学校（　　　　部）　第　　学年　　氏名　　　　　　 　　　　　 

【指示書作成日】①年度当初の指示 : 令和　年　　月　　日　②内容変更時の指示 : 令和　年　　月　　日

「指示書」人工呼吸器の管理

日常的な医療的ケア（人工呼吸器の管理） 緊急時の判断基準と対応

人
工
呼
吸
器
の
管
理

概要 人工呼吸器のアラームが鳴った際の対応

バイタルサイン(SpO２、脈、顔色)が安定して
いる場合はしばらく経過観察する。学校生活における人工呼吸器の使用　　　常時　・　　　一時的

CPAP

Sモード S/Tモード Tモード ①アラームが（　　）分鳴り続けたら回路を外し
原因を探すとともに、保護者に相談し、指示を
仰ぐ。

その他

IMV SIMV
人工呼吸器のアラームが鳴り続けた際の対応

ASSIST BiPAP

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 トリガー感度　　

O２流量・FiO２ SpO２（　　　）％以下となったらバギングする。

吸気流量 目安（　　　　　　）回／分

吸気時間　

吸気呼気比 ②アラームが（　　）分以上鳴り続けたら

呼吸回数 保護者来校を依頼する（来校することが難し
い場合は救急搬送する）。吸気圧

低酸素状態等への対応

人工呼吸器のアラームの設定
SpO２（　　　）％以下が（　　）分続いた時は、
酸素流量を（　　）Ⅼ/分とする。最高気道内圧

PEEP 救急搬送する。

１回換気量

最低気道内圧

最大分時換気量 救急搬送の判断基準
SpO２が（　　　　）％以下が（　　　　）分続く
時、救急搬送する。

最小分時換気量

吸気圧低下アラーム

SpO２

主治医氏名
（自署）

酸素飽和度 バギング
SpO２が（　　　　）％以下が（　　　　）分続く
時、使用する。　目安（　　　　　　）回／分
※詳細はＲ様式８に記入する。その他

加温加湿器 主治医と相談し判断する。
※呼吸状態の悪化の他、脈拍や体温、
覚醒等に係る異常がある時。

オート機能

吸引時のアンビューバッグの使用

学校看護師は①②の順に対応します。基本的に学校看

護師が鳴り続けているアラームを消すことはありません。

アラームが鳴り続ける原因がわからない場合は、保護

者来校又は緊急搬送の対応となります。

使用しているモードがない場合は、

その他に記入してください。

バギングについてはＲ様式８に詳細を

記入してください。

注釈

既定の指示項目では不十分な内容については、Ｒ様式８「主治医意見書」を使用してください。
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別紙参考 

学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応に係る様式（Ｂ様式）について 

 

 令和４年７月 19日付け内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当）付等からの事務連絡には、一定

の条件を満たす場合には、学校等において教職員がてんかん発作時に坐薬の挿入及び口腔用液（ブコラム○R ）の

投与をすることは「医師法違反とはならないと解せる」と示されています。しかし、てんかん発作時の対応で使

用する坐薬及び口腔用液（ブコラム○R ）は鎮静効果が高く、覚醒水準が低下し筋緊張が低下する作用等があり、

誤った使用により重い副作用が出ることも考えられるため、医療者ではない教職員が対応する場合は、上記の事

務連絡に記載されている条件を満たす必要があります。また、令和６年１月 25日付けこども家庭庁成育局成育基

盤企画課等からの事務連絡には、一定の条件を満たす場合には、学校等において教職員が重症の低血糖発作時に

グルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー○R ）の投与をすることは「医師法違反とはならないと解せる」と示されていま

す。 

 ついては、看護師が配置されていない学校及び看護師によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応が困

難となる場合がある学校で、校長が坐薬の挿入、口腔用液（ブコラム○R ）及びグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー
○R ）の投与が可能と判断する場合は、「学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応に

係る様式（Ｂ様式）」の１～３を使用し、保護者又は施設長からの依頼に対し適切に対応してください。 

 なお、看護師が配置されている学校は従前の対応を基本とします。 

 

１ 実施に向けた手続 

（１） 保護者（施設長）が校長に、様式１「学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作 

時の対応依頼書」及び様式２「学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対 

応に係る主治医の意見及び指示」を提出する。 

（２） 校長は学校医（指導医）の指導助言を受け、様式３「学校における教職員によるてんかん発作時・重 

症の低血糖発作時の対応承諾書」の上段「学校医（指導医）指導助言等」を作成する。 

 （３） 様式３「学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応承諾書」下段同意及

び承諾欄を保護者及び校長が記入し、校長は学校における教職員によるてんかん発作時又は重症の低

血糖発作時の対応を実施する。 

  ※手続に使用する様式 

   看護師配置校・・・・・・・・・Ｒ様式 

   看護師未配置、１名配置校・・・Ｂ様式 

 

２ 実施場所 

  教職員による坐薬等の実施場所は校内とし、校外学習等の場合は坐薬、口腔用液（ブコラム○R ）及びグルカ

ゴン点鼻粉末剤(バクスミー○R ）は使用せず、救急搬送で対応する。なお、これによりがたい場合は、特別支援

教育課に協議すること。 

 

 ３ 坐薬挿入、口腔用液（ブコラム○R ）及びグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー○R ）の投与の対応者 

看護師配置 坐薬挿入、口腔用液（ブコラム○R ）及びグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー○R ）の投与 

複数配置校 医療的ケアの依頼書等に基づき看護師が対応する。 

１名配置校 

医療的ケアの依頼書等に基づき看護師が対応する。 

看護師不在時においても、教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応依頼書の

手続を終えれば教職員による実施が可能。 

未配置校 
教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応依頼書の手続を終えれば、教職員に

よる実施が可能。 
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【B様式１】

※看護師が配置されていない特別支援学校において、教職員に、てんかん発作時の対応（てんかん発作
時の坐薬又はブコラム®口腔用液の投与）又は重症の低血糖発作時の対応（重症の低血糖発作時のバク
スミー®グルカゴン点鼻粉末剤の投与）を依頼する場合、保護者及び施設長は、B様式１（依頼書）及びB様
式２（主治医の意見及び指示）を校長（学校）に提出する。B様式１、B様式２を踏まえ、学校医（指導医）、校
長（学校）、保護者又は施設長の同意のもと、B様式３（承諾書）を作成する。

保護者等⇒校長B様式１(看護師が配置されていない場合）「てんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応依頼書」

令和　年度　学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応依頼書
（坐薬の挿入、口腔用液（ブコラム®）の投与、グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与）

対
象
者

現住所
〒 電話番号

性別

　　　　部　第　　　　学年　　　組

氏名
　　平成　　令和
　　　年　　月　　日

体重 ｋｇ 身長 ｃｍ

広島県立　　　　　特別支援学校 ふりがな 生年月日 年齢

保護者氏名：
(施設長氏名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－　　　　　　－

緊急 －　　　　　　－

坐薬の挿入

グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与

口腔用液（ブコラム®）の投与

広島県立　　　　　特別支援学校長　様

　B様式２、「学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応に係る主
治医の意見及び指示」に基づき、緊急やむを得ない措置として、学校での教職員によるてんかん
発作時・重症の低血糖発作時の対応を依頼します。
　なお、てんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応が行われた場合は速やかに医療機関を
受診します。

記　入　日： 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

依頼する対応
（いずれかに☑）
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　※該当項目の□に✔（複数選択可）を付け、必要事項を記入してください。

【B様式２】

B様式２－１(看護師が配置されていない場合）「主治医の意見及び指示」

保護者等⇒主治医⇒保護者等⇒校長
※Ａ４裏表印刷で使用する。 ４枚のうち1枚目

学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応に係る主治医の意見及び指示
(坐薬の挿入、口腔用液（ブコラム®）の投与、グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与)

対
象
者

広島県立　　　　　特別支援学校 ふりがな 生年月日 年齢 性別

　　　　部　第　　　　学年　　　組
氏名

　　平成　　令和
　　　年　　月　　日

体重 ｋｇ 身長 ｃｍ

【現在の状態と対応】

現住所
〒 電話番号 －　　　　　　－

緊急 －　　　　　　－

広島県立　　　　　　特別支援学校長様

（　　　　　）部第（　　）学年（　　　　　　　　　　　）さんの学校における教職員によるてんか
ん発作時・重症の低血糖発作時の対応に係る意見及び指示は次のとおりです。

　B様式２、「学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応に係る主
治医の意見及び指示」に基づき、緊急やむを得ない措置として、学校での教職員によるてんか
ん発作時・重症の低血糖発作時の対応を依頼します。
　なお、てんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応が行われた場合は速やかに医療機関を
受診します。

【診断名】

【予想される緊急時の状態】

（１）最近（過去1年間）のてんかん発作又は重症の低血糖発作の状況

起きていない。（最終発作　平成・令和　　　年　　　月頃）※該当の年号に○すること

発作時は速やかに保護者（又は施設長）に連絡し、医療機関（主治医）に連絡・救急搬送
する。

起きている。（頻度：　　　　年・月・日に　　　　回程度）

【てんかん発作】
発作の重積が起きている。（　　）分程度継続することがある。
３分以内の発作が起きている。
ぼーっとした状態が長時間続く発作が起きている。
発作時に呼吸に変化（チアノーゼ等）がみられる。
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
【重症の低血糖発作】
意識が遠くなる。
けいれんがみられる。
昏睡状態になる。
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

指示する対応
（いずれかに☑）

坐薬の挿入

グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与

口腔用液（ブコラム®）の投与

（２）坐薬の挿入、口腔用液（ブコラム®）又はグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与前の連絡の要否

保護者（又は施設長）に連絡する。（連絡がとれない場合も指示書どおりに対応）
主治医に連絡する。　（連絡がとれない場合も指示書どおりに対応）

（３）その他（具体的に記入してください。）

※学校における教職員による坐薬の挿入についてはB様式２－２を、口腔用液（ブコラム®）の投
与についてはB様式２－３を、グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与についてはB様式２－
４を使用してください。
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【B様式２】

B様式２－２　「坐薬の挿入」

保護者等⇒主治医⇒保護者等⇒校長
※Ａ４裏表印刷で使用する。 ４枚のうち２枚目

記　入　日： 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

２　指示事項
※保護者又は施設長から依頼のあったてんかん発作時の対応について、次の留意事項に則り適切に対
応してください。

（１）坐薬挿入に係る学校の共通手順及び留意事項
　ア　坐薬について
　　①　薬品名、用量、有効期限を確認する。
　　②　使用する幼児児童生徒氏名を記入した容器に１回分ごとに分けて入れ、鍵のかかる冷
       蔵庫で保管する。
　　③　予備を預かる。
　　④　長期休業中は家庭(施設)に持ち帰らせ、休業明けに学校に持参させる。
　
　イ　発作の状態について
　　　坐薬を挿入する実施者は、予め主治医及び保護者から説明を受けておく。

　ウ　緊急時の対応
　　①　発作時は安全確保のために複数名で対応し、特に顔面や頭部の打撲がないようにす
        る。
　　②　心拍数や呼吸の状態、顔色等を確認、記録する。
　　③　主治医から指示のあった時間が経過しても発作が続く場合は坐薬を挿入する。
　　④　坐薬を挿入する者は手袋等を着用し、挿入方向を確認の上、挿入する。
　　⑤　坐薬挿入後は（　　　　）分間、肛門をガーゼ又は、ティッシュペーパーで押さえ、薬が十分
　　　　 に吸収されるようにする。

（２）坐薬挿入に係る指示事項

発作時の坐薬の挿肛
　発作時の様子（対応が必要な発作の様子を記入してください）

発作が　　　　分以上続く時に、坐薬(薬品名　　　　　　　　　、用量　　　㎎)を肛門に挿入す
る。

発熱時の発作増悪予防としての坐薬の挿肛

発熱が　　　　℃以上の時に坐薬(薬品名　　　　　　　　　、用量　　　㎎)を肛門に挿入する。

坐薬挿肛後（　　　）分以内に排便があり、坐薬が形状のまま排出された際には同量を再挿
肛する。

（３）坐薬挿入に係る個別的な留意事項

（４）坐薬の挿入後の対応

救急搬送する。
保護者（又は施設長）の迎えにより医療機関を受診する。
（連絡がとれない場合は、救急搬送する。)

（５）救急搬送先
　①　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　　　℡

　②　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　　　℡

医療機関名：

（住所・電話番号）

医師氏名（自署）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（４）救急搬送先
　　①　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　　　℡

　
　　②　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　　　℡

【B様式２】

B様式２－３　「口腔用液（ブコラム®）の投与」

保護者等⇒主治医⇒保護者等⇒校長
※Ａ４裏表印刷で使用する。 ４枚のうち３枚目

２　指示事項
※保護者又は施設長から依頼のあったてんかん発作時の対応について、次の留意事項に則り適切に対応
してください。

（１）口腔用液（ブコラム®）の投与に係る学校の共通手順及び留意事項
　ア　口腔用液（ブコラム®）について
　　①　薬品名、用量、有効期限を確認する。
　　②　使用する幼児児童生徒氏名を記入した容器等に１回分ごとに分けて入れ、鍵のか
       かる場所に直射日光を避け、室温でふた部分を上にし、立てて保管する。
　　③　予備を預かる（予備が処方されている場合）。
　　④　長期休業中は家庭(施設)に持ち帰らせ、休業明けに学校に持参させる。
　
　イ　発作の状態について
　　　　口腔用液（ブコラム®）の投与をする実施者は、予め主治医及び保護者から説明を受
      けておくこと。

　ウ　緊急時の対応
　　①　発作時は安全確保のために複数名で対応し、特に顔面や頭部の打撲がないように
       する。
　　②　心拍数や呼吸の状態、顔色等を確認、記録する。パルスオキシメーターがある場合
       は装着し数値を記録する。
　　③　主治医から指示のあった時間が経過しても発作が続く場合は、主治医と確認した姿
       勢をとらせ、口腔用液（ブコラム®）を投与する。
　　　・よだれが出ている場合は、ハンカチ等でよく拭ってから投与する。
　　　・歯ぐきと頬の間にゆっくり注入する。
　　　・注入後に口腔用液（ブコラム®）が口腔から排出された場合でも、再投与はしないこ
        と。
　　　・口腔用液（ブコラム®）の投与後は、迎えに来た保護者もしくは救急搬送を行う救急隊
        に使用済の容器を受け渡す。
　　④　口腔用液（ブコラム®）の投与後は、副作用（呼吸抑制、意識障害等）に注意し、幼児
       児童生徒の健康状態の確認を行う。

（２）口腔用液（ブコラム®）の投与に係る指示事項
　　①発作時の様子

　　②発作が　　　　分以上続く時に、口腔用液（ブコラム®）(　　　ml)を投与する。

　　③口腔用液（ブコラム®）の投与に係る個別的な留意事項
　　　（投与後の対応についても記載してください）

（３）口腔用液（ブコラム®）の投与後の緊急搬送

　 　口腔用液（ブコラム®）の投与後は　　　　　　　病院に救急搬送する。

医師氏名（自署）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記　入　日： 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

医療機関名：

（住所・電話番号）
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（４）救急搬送先
　　①　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　　　℡

　
　　②　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　　　℡

【Ｂ様式２】

B様式２－４　「グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与」

保護者等⇒主治医⇒保護者等⇒校長
※Ａ４裏表印刷で使用する。 ４枚のうち４枚目

２　指示事項
※保護者又は施設長から依頼のあった重症の低血糖発作時の対応について、次の留意事項に則り適切
に対応してください。

（１）グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与に係る学校の共通手順及び留意事項
　ア　グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）について
　　①　薬品名、用量、有効期限を確認する。
　　②　使用する幼児児童生徒氏名を記入した容器等に１回分ごとに分けて入れ、鍵のか
       かる場所に直射日光を避け、室温でふた部分を上にし、立てて保管する。
　　③　予備を預かる（予備が処方されている場合）。
　　④　長期休業中は家庭(施設)に持ち帰らせ、休業明けに学校に持参させる。
　
　イ　重症の低血糖発作の状態について
　　　　グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与をする実施者は、予め主治医及び保護
      者から説明を受けておくこと。

　ウ　緊急時の対応
　　①　重症の低血糖発作時は安全確保のために複数名で対応する。
　　②　心拍数や呼吸の状態、顔色等を確認、記録する。パルスオキシメーターがある場合
       は装着し数値を記録する。
　　③　主治医から指示のあった状態になった場合は、主治医と確認した姿勢をとらせ、グ
       ルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）を投与する。
　　　・点鼻容器の先端を片方の鼻の穴にゆっくり差し込んで注入する。
　　　・投与の実施が非常に不確かな場合、２本目を使用する。
　　　・グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与後は、迎えに来た保護者もしくは救急搬
      送を行う救急隊に使用済の容器を受け渡す。
　　④　グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与後は、副作用（嘔吐・アレルギー反応
      等）に注意し、幼児児童生徒の健康状態の確認を行う。

（２）グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与に係る指示事項
　　①重症の低血糖発作の様子

　　②　　　　　　　　　　　　　　　　時に、グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）（　　）mgを投与する。

　　③グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与に係る個別的な留意事項
　　　（投与後の対応についても記載してください）

（３）グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与後の緊急搬送

　 　グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与後は　　　　　　　病院に救急搬送する。

医師氏名（自署）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記　入　日： 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

医療機関名：

（住所・電話番号）
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【B様式３】

実施する対応
（いずれかに☑）

坐薬の挿入

グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与

口腔用液（ブコラム®）の投与

B様式３(看護師が配置されていない場合）「てんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応依頼書の対応承諾書」

※２部作成し、保護者等と校長（学校）がそれぞれに保管する。

学校における教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応承諾書
(坐薬の挿入、口腔用液（ブコラム®）の投与、グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与)

保護者様
施設長様
（　　　　）部第（　　）学年（　　　　　　　　　　　　）さんに対する依頼のあったてんかん発作
時・重症の低血糖発作時の対応について、　B様式２「学校における教職員によるてんか
ん発作時・重症の低血糖発作時の対応に係る主治医の意見及び指示」のとおり実施しま
す。

　上記のてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応の実施に同意します。

実施者　職・氏名
職名 氏名 職名 氏名

【学校医（指導医）の同意】

【校長（学校）の承諾】

確　認　日： 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　学校医（指導医）指導助言等

【保護者又は施設長の同意】

　上記の教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応の実施に同意します。

記　入　日： 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

保護者氏名：
(施設長氏名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学校医（指導医）氏名：

　上記の教職員によるてんかん発作時・重症の低血糖発作時の対応の実施に承諾します。

記　入　日： 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

広島県立　　　　　　　特別支援学校

校長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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【Ｃ様式１】

【報告内容】

区分・番号
内容

発生日 具体的内容及び気付き 改善策

技能

①支援器具・医療器具等の使用と管理
②生徒等のニーズに応じた指導・支援・ケア（呼吸状態の確認、摂食指導、体位変換等を含
む。）
③基本的な介護・介助動作

その他
上記以外のヒヤリハット及び気付き。
※区分に分けにくいものについても、その他で記入してください。

安全、衛生

①転倒・打撲・骨折の防止
②車いす補装具等のメンテナンス
③介護動作等の習得
④感染予防（手洗い、汚物処理、服装、清掃等）
⑤器具の衛生管理

知識
①生徒等の疾患・障害の理解
②生徒等のニーズに応じた指導・支援・ケア（呼吸状態の確認、摂食指導、体位変換等を含
む。）

組織

①指示命令システムと情報共有システムの機能化（報告連絡相談）
②組織への情報の周知と確認
③明確な指示命令
④迅速な報告連絡相談
⑤個人情報の管理
⑥情報の共有
⑦引継ぎの確認

環境

①整理整頓
②清掃
③物品管理等
④車いす補装具等の管理
⑤照度
⑥換気

⑦室温
⑧視覚支援
⑨教員等の動線の確保
⑩生徒等の動線の確保
⑪緊急対応経路等

【ルーティンワークの項目】

区分 内容

※Ｃ様式１はヒヤリハット及び気付きの様式です。医療的ケアに限定したものではありません。記入例を参考にし
て各校で活用してください。県教育委員会へは、Ｃ様式２（ヒヤリハット及び気付き一覧）を提出します。Ｃ様式１の
内容のうち、直接的、間接的を問わず、医療的ケアに関係したと判断したものを、Ｃ様式２まとめてください。
※この様式の運用については、各学校で報告しやすいように工夫してください。例えば、事務室、保健室等に施錠
できる提出箱を用意する。無記名とする。校内委員会で協議する等があります。
※個人を中傷する内容は取り扱わないでください。

ヒヤリハット及び気付き

記　入　日： 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

Ｃ様式１(ヒヤリハット・アクシデント)　「ヒヤリハット及び気付き」
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【Ｃ様式１】

・理学療法士による研修を実施
（個別・全体）する。
・身体介護の基本研修を実施
する。

組織④
安全、衛
生④

○月□日

先日、痰等の吸引を要する生徒の保護者から、学校の
インフルエンザ状況について質問を受けた。即答できず
そのままにしていたら、再度質問を受けた。どう対応す
ればよいか。

・養護教諭は感染症罹患者（生
徒等、教職員）数を把握し、教
職員に周知する。
・インフルエンザ等に特に注意
しなければならない生徒等に
は、保護者に対して個別に情報
提供し、対応を協議する。

安全、衛生
①

知識①②
技能②③

○月〇日
肘関節に変形がある児童の着替えを行っていて、本来
と違う方向に曲げ伸ばしていたのに気付いた。曲がりに
くいので、同僚に尋ねたら、間違いが分かった。

○月△日
◇月〇日
☆月□日

胃ろうの栄養剤の注入に関係するアクシデントが続い
ているので気付きを提案します。連絡帳と口頭による情
報伝達だけでは、ミスは防げないと思います。実施済や
気付きを連絡帳に記入してはどうでしょうか。

・ケアルームに個別のケア確認
表を備える。
・連絡帳に実施済等を記入す
る。

組織
①⑥⑦

【報告内容】※区分、番号は複数選択可

区分・番号
内容

発生日 具体的内容及び気付き 改善策

技能

①支援器具・医療器具等の使用と管理
②生徒等のニーズに応じた指導・支援・ケア（呼吸状態の確認、摂食指導、体位変換等を含
む。）
③基本的な介護・介助動作

その他
上記以外のヒヤリハット及び気付き
※区分に分けにくいものについても、その他で記入してください。

安全、衛生

①転倒・打撲・骨折の防止
②車いす補装具等のメンテナンス
③介護動作等の習得
④感染予防（手洗い、汚物処理、服装、清掃等）
⑤器具の衛生管理

知識
①生徒等の疾患・障害の理解
②生徒等のニーズに応じた指導・支援・ケア（呼吸状態の確認、摂食指導、体位変換等を含
む。）

組織

①指示命令システムと情報共有システムの機能化（報告連絡相談）
②組織への情報の周知と確認
③明確な指示命令
④迅速な報告連絡相談
⑤個人情報の管理
⑥情報の共有
⑦引継ぎの確認

環境

①整理整頓
②清掃
③物品管理等
④車いす補装具等の管理
⑤照度
⑥換気

⑦室温
⑧視覚支援
⑨教員等の動線の確保
⑩生徒等の動線の確保
⑪緊急対応経路等

【ルーティンワークの項目】

区分 内容

※Ｃ様式１はヒヤリハット及び気付きの様式です。医療的ケアに限定したものではありません。記入例を参考にし
て各校で活用してください。県教育委員会へは、Ｃ様式２（ヒヤリハット及び気付き一覧）を提出します。Ｃ様式１の
内容のうち、直接的、間接的を問わず、医療的ケアに関係したと判断したものを、Ｃ様式２まとめてください。
※この様式の運用については、各学校で報告しやすいように工夫してください。例えば、事務室、保健室等に施錠
できる提出箱を用意する。無記名とする。校内委員会で協議する等があります。
※個人を中傷する内容は取り扱わないでください。

ヒヤリハット及び気付き

記入例 記　入　日： 令和　　　○○年　　　△△月　　□□日

Ｃ様式１(ヒヤリハット・アクシデント)　「ヒヤリハット及び気付き」
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【Ｃ様式２】

【例】組織
①⑥⑦

○月△日
◇月〇日
☆月□日

胃ろうの栄養剤の注入に関係するアクシデントが続いている
ので気付きを提案します。連絡帳と口頭による情報伝達だけ
では，ミスは防げないと思います。実施済や気付きを連絡帳に
記入してはどうでしょうか。

・ケアルームに個別のケア表
を備える。
・連絡帳に実施済等を記入
する。

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日提出

広島県立　　　　　　　　　　　学校

記入者職・氏名（　　　　　　　　　　　　　　　）

区分・番号
内容

発生日 具体的内容及び気付き 改善策

Ｃ様式２(ヒヤリハット・アクシデント)　「ヒヤリハット及び気付き一覧」 校番

ヒヤリハット及び気付き一覧
校長 教頭 部主事 養護教諭 医ケア担当者 記入者
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【Ｄ様式】

処置とその後の経過

今後の対応（改善策等）

保護者への説明（□無　　　　　□有⇒□面談　□電話　□連絡帳）

アクシデント内容 原因

（発生時の状況と経過）

アクシデントレベル区分

発生日時： 令和　　年　　　月　　　日（　）　　　時　　　分 場所：

レベル１
医療的ケア等の実施及び緊急対応的の判断により、生徒等に予期しなかった軽微な変化及び治療等の
必要が生じた。

【報告内容】

部　第　　　　学年　　　組 幼児児童生徒氏名：

レベル３
医療的ケア等の実施及び緊急対応の判断により、生徒等に予期しなかった、または予期した以上の変化
が生じ、入院した。

レベル２
医療的ケア等の実施及び緊急対応の判断により、生徒等に予期しなかった、または予期した以上の変化
が生じ、治療等の必要が生じた。

レベル５ レベル４を超える変化が生じた。

レベル４
医療的ケア等の実施及び緊急対応の判断により、生徒等に予期しなかった、または予期した以上の変化
が生じ、後遺症が残る可能性が生じた。

【アクシデントレベル】

区分 内容

記入者職・氏名（　　　　　　　　　　　　　　　）

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日提出

広島県立　　　　　　　　　　　学校

アクシデント報告
校長 教頭 部主事 養護教諭 医ケア担当者 記入者

Ｄ様式(ヒヤリハット・アクシデント)　「アクシデント報告」 校番
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【Ｄ様式】

処置とその後の経過
　○○病院で、気管支分岐部までの吸引を行い、６ℓ/分の酸素投与を１時間実施後、段階的に酸素流量
を下げる。翌日まで入院。退院後、３日間過程で静養する。原因は不明ということである。

今後の対応（改善策等）
　主治医の指示書には、酸素投与を行っても、酸素飽和度が90％を切る状態が、10分続く時は救急搬送
することとなっているので、そうした状態の時は、無理に登校させないようにすることを保護者と確認し
た。

保護者への説明（□無　　　　　■有⇒□面談　■電話　□連絡帳）
　酸素飽和度が90％を切るような状態では、主治医の指示通りに自宅で静養することを確認した。

アクシデント内容 原因

（発生時の状況と経過）
　注入中に酸素飽和度が89％に低下したため、注
入を止め、姿勢変換し痰の吸引を行うが改善が見
られず、酸素飽和度が80％まで下がる。緊急に酸
素を２ℓ/分投与するが酸素飽和度は改善しないた
め、指示書に基づき、保護者に連絡し救急搬送す
る。

　登校時から、酸素飽和度が90％台前半で、覚醒
水準が低い状態にあった。前日、てんかん発作が
あり家庭でダイアップを使用していた。その影響や
胃食道逆流現象が進行していることが考えられる。

場所： △▽

アクシデントレベル区分 レベル２

発生日時： 令和○○年　△△月　□△日（■）　◇時　　☆分

●●　△△

レベル１
医療的ケア等の実施及び緊急対応的の判断により、生徒等に予期しなかった軽微な変化及び治療等の
必要が生じた。

【報告内容】

○○学部　第　　　２学年　　２組 幼児児童生徒氏名：

レベル３
医療的ケア等の実施及び緊急対応の判断により、生徒等に予期しなかった、または予期した以上の変化
が生じ、入院した。

レベル２
医療的ケア等の実施及び緊急対応の判断により、生徒等に予期しなかった、または予期した以上の変化
が生じ、治療等の必要が生じた。

レベル５ レベル４を超える変化が生じた。

レベル４
医療的ケア等の実施及び緊急対応の判断により、生徒等に予期しなかった、または予期した以上の変化
が生じ後遺症が残る可能性が生じた。

【アクシデントレベル】

区分 内容

記入者職・氏名（　◆◆・◇◇　●●　　　　　　）

記入例 令和　○○年　　　△△月　　　□□日提出

広島県立　　　　☆☆☆☆☆☆☆学校

アクシデント報告
校長 教頭 部主事 養護教諭 医ケア担当者 記入者

○○○Ｄ様式(ヒヤリハット・アクシデント)　「アクシデント報告」 校番
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整理番号 幼児児童生徒氏名等 基礎疾患・合併症 医療的ケア（省略記号） 看護度 合計 坐薬 病態の変化

※必要に応じて紙面を増やして使用してください。
※医療的ケアスコア表は看護師と教員等の情報共有のツールとして活用してください。

（１）

備考

1

　 部第　学年

体重　　㎏

点

備考

2

　 部第　学年

体重　　㎏

点
（１）

備考

3

　 部第　学年

体重　　㎏

点
（１）

医療的ケアスコア表
１　学   校   名　　広島県立　　特別支援学校
２　作成年月日    令和　　年　月　日
３　記入者職氏名

　　チェックは□を☑にしてください。必要に応じて欄を増やして使用してください。　　　　　　　　

総合計点 点

備考(看護度・病態に係る気付き)

（１）

備考

4

　 部第　学年

体重　　㎏

点

１点

２点

３点

４点

Ａ

B

Ｃ

Ｄ

吸引① 経管① 吸引②

吸入② 経管② 導尿②

VNS② 注射② 気管孔③

腹膜③ 酸素③ ポンプ③
坐薬（1）

吸引②

腹膜③

変更有り変更無し 人工呼吸器酸素療法夜間：

１点

２点

３点

４点

Ａ

B

Ｃ

Ｄ

吸引① 経管① 吸引②

吸入② 経管② 導尿②

VNS② 注射② 気管孔③

腹膜③ 酸素③ ポンプ③
坐薬（1）

変更有り変更無し 人工呼吸器酸素療法夜間：

１点

２点

３点

４点

Ａ

B

Ｃ

Ｄ

吸引① 経管① 吸引②

吸入② 経管② 導尿②

VNS② 注射② 気管孔③

腹膜③ 酸素③ ポンプ③

坐薬（1）

変更有り変更無し 酸素療法夜間： 人工呼吸器

１点

２点

３点

４点

Ａ

B

Ｃ

Ｄ

吸引① 経管① 吸引②

吸入② 経管② 導尿②

VNS② 注射② 気管孔③

腹膜③ 酸素③ ポンプ③

坐薬（1）

変更有り変更無し 酸素療法夜間： 人工呼吸器
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医療的ケアＱ＆Ａ 

 これまで県立特支から質問があった医療的ケアの内容をＱ＆Ａとして作成しまし

た。医療的ケア実施体制整備の参考にしてください。 

 

 

 

Ａ１ 広島県立特別支援学校では、現在12種類の医療的ケアを看護師が実施してい

ます（医療的ケアハンドブック21ページ 別紙５）。それ以外の医療的ケアが

必要な場合は、県教育委員会への協議が必要です。県教育委員会は、専門家の

指導助言をもとに、その医療的ケアが学校で安全に実施できるか判断し、実施

の可否を学校へ伝えます。 

新たな医療的ケアを必要とする生徒等の場合、当該生徒等の障害の状態や病

態がどのような状況であるのか、なぜその医療的ケアを必要とするのかなど

と、的確に把握することが必要です。 

 

 

 

Ａ２ 看護師が注入をしている際に、教員は生徒等の状態を観察します。注意しな

ければいけないことは、姿勢と呼吸状態です。注入時の姿勢について、胃食道

逆流といって、胃から食道に栄養剤が戻りやすくなっている生徒等がいます。

注入中に体を反らせたり緊張が強くなってしまったりすると、腹圧が高くな

り、胃食道逆流が起こることがあります。また、生徒等によっては、同じ姿勢

が長く続くと背中に熱がこもって、不快になるため、緊張が高くなる場合もあ

ります。私たちは、寝返りをして、熱を逃がしながら寝ることができますが、

重症心身障害児の多くは、自分で動いて熱を逃がすことはできません。そのた

め、経管栄養が必要な生徒等の場合、姿勢が崩れたときは、教員が姿勢を直し、

本人がリラックスできるような姿勢を心がけることが大切です。また、車イス

の姿勢が長くなるときは、教員が車イスのチルトを調整して、体重がかかる場

所を変えるなど、背中に熱がこもらないようにすることが大切です。 

呼吸状態については、お腹が張ってしまうと、横隔膜を大きく動かせないた

Ｑ１ 広島県立特別支援学校で実施できない医療的ケアが必要な場合は、どのように

対応したらよいでしょうか。 

 

Ｑ２ 経鼻経管栄養や胃ろうの注入時に、教員はどのようなことに注意したらよいで

しょうか。 
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めに呼吸状態が悪くなります。注入中に咳込んだり、吸引したりすると、嘔吐

して誤嚥する危険性もあるため、注入前に排痰を促すなど、呼吸状態を整えて

おく必要があります。 

 

 

 

Ａ３ 医療的ケアに関するヒヤリハット・アクシデント報告において、経鼻経管栄

養や胃ろうの注入時における液漏れに係る報告が、毎年多く上がってきていま

す。教員は、経鼻経管栄養や胃ろうの栄養チューブと接続チューブのつなぎ目

を、目視及び直接触れて、外れていないか確認してください。教員と看護師が

一緒に、指差し、声出し確認をし、医療的ケアの実施に当たって異常等がない

か確認することが必要です。教員が、つなぎ目が緩くなっていたり、外れたり

していることに気付いた場合は、看護師を呼んで対応してください。 

 

 

 

Ａ４ 人工鼻が外れた場合は、手指消毒を行ったうえで教員もはめることができま

す。人工鼻の汚れ具合に応じて、新しいものをはめるか、または、アルコール

綿で消毒してはめてください。なお、人工鼻をはめた後に生徒等に異常が見ら

れた場合は、至急、看護師に報告し、対応してください。 

 

 

 

Ａ５ 看護師は、緊急時の気管カニューレの再挿入に対応するために、事前に主治

医から指導助言を受けてください。実施については、個別の実施マニュアル等

の学校で作成しているマニュアルを確認してください。 

  

 

 

 

Ｑ３ 経鼻経管栄養や胃ろう等の注入時の接続部の液漏れを防ぐためには、どのよう

に対応したらよいでしょうか。 

 

 

Ｑ４ 気管カニューレに装着する人工鼻が外れた場合、教員がはめることができます

か。 

 

 

Ｑ５ 気管カニューレの緊急時の再挿入について、看護師が主治医から指導助言を受

けた方がよいでしょうか。 
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Ａ６ 校外学習等で生徒等に初めて大きな発作が起きた場合、救急搬送で対応する

ことを基本とします。てんかん発作の様子は、生徒等によって様々です。その

ため、大きな発作が、これまでどれぐらいの頻度で起こっているか、どのよう

な発作か起こるのかについて把握しておくことが大切です。校外学習等におい

て救急搬送以外の対応が必要な場合は、特別支援教育課に協議してください。 

※参考 医療的ケアハンドブック59ページ 

 

 

Ａ７ 保健室等が無人になる時は、施錠し、盗難防止の対策を取っておくことが必

要です。なお、てんかんの坐薬を含む向精神薬の管理については、事故や盗難

を防止するため、管理簿を作成しておくことが望ましいです。 

 

 

Ａ８ 医療的ケアハンドブックにおける「医療的ケアの手続の流れ」では、医療的

ケア指示書の内容について、「学校は、主治医に知識・技術に関する説明、研

修の実施を依頼し、看護師、教員等は、主治医より説明を受ける。」と示して

います。新入生及び新規の医療的ケア児や、病態が変化した等で学校が主治医

連携を必要と考える医療的ケア児の場合は、看護師、教員等が医療的ケア指示

書の内容について、主治医から研修を受けてください。前年度と医療的ケア指

示書の内容に変更がない在校生の場合は、主治医との連携を省略しても構いま

せん。各学校で判断してください。 

 

 

 

Ａ９ 医療的ケア児の校外学習等について、学校の看護師で対応できない場合は、

学校から外部看護師に校外学習等の対応を依頼してください。しかし、高度な

医療的ケアが必要な生徒等の場合は、初対面の外部看護師では対応が難しい場

Ｑ９ 医療的ケア児の校外学習等に学校の看護師の同行が必要ですが、同行できない

場合は、どのように対応したらよいでしょうか。 

 

Ｑ８ 医療的ケア指示書の内容や手技に関する主治医連携を行う必要はありますか。 

 

 

Ｑ６ 校外学習等でてんかん発作が起きた場合は、どのように対応したらよいでしょ

うか。 

 

 

Ｑ７ てんかん発作時の坐薬の管理はどのようにしたらよいでしょうか。 
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合があります。そのため、当該生徒等が訪問看護を利用している場合、当該生

徒等について実態を把握している訪問看護の看護師に、校外学習の同行を依頼

する方法もあります。校外学習等の安全な実施ができるように、計画してくだ

さい。 

 

 

Ａ10 医療的ケア児の教育相談を行う際には、どのような医療的ケアが必要なのか

聴取しますが、その際、医療的ケアハンドブックを活用して、県立特別支援学

校で現在実施できる医療的ケアについて説明するとともに、それ以外の医療的

ケアを希望する場合は、事前に県教育委員会に協議する必要があることを説明

し、正しく理解してもらうことが重要です。なお、高度な医療的ケアを必要と

する生徒等の教育相談を行う場合は、看護師が同席することで、より効果的に

実態把握を行うことができます。校内の教育相談等の実施体制を工夫し、でき

るだけ看護師を同席させてください。 

 

 

 

Ａ11 学校における口腔用液（ブコラム🄬）の投与は、次の留意事項を踏まえ、学校

が実施可能と判断し、保護者等及び主治医と合意形成が図られ、医療的ケアの

手続を行うことで、看護師が実施可能な医療的ケアとしています。 

  １ 投与が必要な症状の判断方法、使用方法、使用時に発現する可能性のある副

作用及び薬の保存方法等について、主治医と連携を行い、十分理解しておくこ

と。 

  ２ 投与時の体位及び注入部位について、主治医と確認すること。 

  ３ 使用時には、パルスオキシメーターを使用する等、対象幼児児童生徒の状態

把握を継続的に行うこと。 

  ４ 再投与は行わないこと。 

 

 

 

Ｑ11 口腔用液（ブコラム🄬）の投与を行う際に留意することはどのようなことがある

でしょうか。 

 

 

Ｑ10 医療的ケア児の教育相談を行う場合、どのように行うと効果的でしょうか。 
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Ａ12 学校におけるグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー🄬）の投与は、次の留意事項を

踏まえ、学校が実施可能と判断し、保護者等及び主治医と合意形成が図られ、

医療的ケアの手続を行うことで、看護師が実施可能な医療的ケアとしています。 

  １ 投与が必要な症状の判断方法、使用方法、使用時に発現する可能性のある副

作用及び薬の保存方法等について、主治医と連携を行い、十分理解しておくこ

と。 

  ２ 正確に点鼻できていない可能性がある場合の対応について、主治医と確認し

ておくこと。 

  ３ 投与後の対応について、主治医と十分に連携を行い、適切に対応すること。 

   

 

Ｑ12 グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー🄬）の投与を行う際に留意することはどのよ

うなことがあるでしょうか。 
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広島県医師会特別支援学校・医療的ケア検討会資料 

 

〇特別支援学校における気管カニューレの計画外抜管 

 

〇胃瘻事故抜去時の対応（胃瘻ボタンが 14fr-22frであると設定） 
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特別支援学校における気管カニューレの計画外抜管 

 

広島県医師会特別支援学校・医療的ケア検討会 

 

気管カニューレが装着されている理由 

そもそも気管切開されているのはどうしてなのかを考えてみると 

 生まれつき喉（のど）が細くて空気が通らず、乳幼児期に気管切開術をされた。 

 成長に伴って背骨（特に頸椎）の並びが変化してのどがつぶされて気管切開術をされた。 

 自分で呼吸ができないので人工呼吸器を装着するために気管切開術をされた。 

が大半を占めます。鼻や口で呼吸することが元々難しい人がほとんどなので、気管切開の穴

がつぶれてしまうと窒息をしてしまうケースが多くを占めます。そのため、原則として気管

カニューレが抜けたら気管カニューレを入れるしか呼吸を維持することはできない、と考

えてください。気管カニューレが抜けた状態をどれくらいの時間許容できるかは、個々の事

例で違いますから、必ず主治医に確認をしてください。 

 

気管切開の穴の壁は筋肉 

 気管切開は首の筋肉と筋肉の間を分け入って穴を作っています。気管切開の穴の壁は筋

肉なので首に力を入れたりするたびに穴は徐々に細くなっていきます。その人その人で異

なりますが、カニューレが抜けて 3〜10 分もするとそれまで入っていたカニューレは入ら

なくなります。このような事態が発生した場合、いつも使っているカニューレよりも 0.5〜

1.0mm 細いカニューレを持ち歩いている場合は、サイズの小さいカニューレを挿入するこ

とが対策の一つとして考えられます。なお、カニューレが細くなると呼吸抵抗が増えますの

で、そのままにしておくと呼吸が苦しい状態が続きます。やむを得ず細いカニューレを使っ

て再挿入した場合には、すぐに気管切開口の管理をしている主治医に連絡をして指示を仰

いでください。 

 なお、カニューレが抜けても気管切開口が縮まらない人もおり、カニューレが抜けた時の

対応が「カニューレを外したまま様子をみて、保護者に病院に連れてきてもらってください」

となっていることがあります。計画外抜管が起きた時の対応は事例ごとにあらかじめ主治

医に確認をしてください。 

 

気管カニューレが抜けたことを疑う 

 気管カニューレの計画外抜管には主に 3つのパターンがあります。 

 自分で手や服をひっかけてカニューレを抜去する。 

 首や身体をねじった際に、背骨で押し出すなどして、カニューレが突然抜ける。 

 痰がつまってしまい、カニューレを入れ替えないと呼吸ができない。 
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の 3 つです。このうち、痰による閉塞は吸引や吸入を丁寧にすることで防止できることが

ほとんどです。体調（風邪を引いているなど）や季節（冬で空気が乾燥している、クーラー

をしっかり効かせている等）によって痰のつまり易さも変わりますので、臨機応変に吸引・

吸入を適宜追加することが大切です。 

 何かの拍子にカニューレが抜けてしまっても、それに気づけない場合があります。急に喘

鳴が出現する、血中酸素飽和度（SpO2）が下がる、誘因なく暴れる（あえぐ）などがあった

ら、まずカニューレが抜けていないかどうかを確認してください。 

 

気管カニューレ挿入の実際 

 以下の手順を日頃から担当している方はあらかじめ確認をしておいてください。いざと

いうときのために関係者全員で予行練習をされておくことを推奨します。 

1. 気管カニューレの計画外抜管（あるいは気管カニューレの閉塞）を確認したら、すぐに

看護師と複数の教員を呼び集めて下さい。原則、一人で対応しないことが重要です。ま

た、この時点で救急搬送の手続きを取り始めて下さい。 

2. 挿入するためのカニューレを潤滑剤ゼリーや水で濡らして下さい。すぐに新しいカニ

ューレが準備できない時は、抜けたカニューレを水道水で洗って、そのまま挿入するの

で構いません。 

 

3. 原則として顔をまっすぐ正面に向かせて首を軽く反らせた体位でなければカニューレ

は挿入できません。脊柱側弯が強い人では顔が正面に向いていることを確認しづらい

こともあります。病院での定期的なカニューレ交換の際にどのような頭の向き、体位を

とっているか、あらかじめ写真などで確認しておくと良いでしょう。 

一般社団法人日本医療安全調査機構（医療事故調査・支援センター） 
医療事故の再発防止に向けた提言第 4 号「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸
脱・迷入に係る死亡事例の分析」動画より転載（https://www.medsafe.or.jp/） 
 

図 気管カニューレを挿入するための適正な体位 
適正な体位をまずとらないと皮膚に作った穴（下向き矢印）と気管に作った穴（上向き矢印）が
ずれてしまい気管カニューレの挿入が困難となります。多くの事例で肩枕を入れて首を伸展位に
して、顔を正面に向けることで適正な体位となりますが、症例によって適正な体位は異なること
から、あらかじめ主治医に確認をしておくことが必要となります。 
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4. カニューレの挿入はまっ

すぐ奥に（背骨に向かっ

て）突っ込むイメージで

す。気管が下方に向かっ

て走行していることを意

識しすぎると、カニュー

レ挿入時に、カニューレ

先端を早すぎるタイミン

グで下方に向けてしまい

がちです（右図右列）。そ

うするとカニューレの先

端が皮膚と気管の間に迷

入して気管の中に入らな

くなります。 

5. カニューレの挿入が難しい場合、何度もカニューレ挿入操作を繰り返すと気管口周囲

が腫れて、さらに状況が悪くなります。最悪の場合、どのようにしても気管口からカニ

ューレや気管チューブが入らなくなり、窒息することがあります。原則２回試行してカ

ニューレを挿入することができなかった場合には、気管口からマスク換気をしながら

救急隊の到着を待ってください（事例によっては、気管口を塞いで、鼻・口からマスク

換気をすることが良いケースもあり、あらかじめ主治医に確認してください）。 

6. カニューレが入ったら、カニューレから空気の出入りがあって、呼吸できていること

を必ず確認してください。呼吸に同期した狭窄音がないことも重要です。可能であれば

聴診をして、左右の肺で均等に呼吸音がしているかどうかを確認してください。カニュ

ーレ内から多少血が出ることもあります。血が痰と一緒にカニューレ内で固まると気

道が塞がりますから、カニューレ内を適宜吸引してください。 

7. 呼吸が滞りなくできていることが確認できたら、救急隊に搬送中止を申し入れ、主治医

に連絡をとって、その後の指示を仰いでください。 

 

医師や家族以外の人がカニューレを再挿入することについて 

 文部科学省からの通知１）の通り、緊急時に学校で看護師が気管カニューレを再挿入する

ことは可能とされています。また、計画外抜管があったときに何らかの理由で看護師がその

場におらず、対象となる子どもの生命的危機が訪れている場合には教員が気管カニューレ

を再挿入することは実質的に違法ではないとされています２）。特に気管カニューレが抜けた

子どもにカニューレを再挿入しなければ呼吸ができず命を落とす可能性が高いと判断した

場合には、誰でも良いのでやるしかないと思ってください。 

 とは言え、いざ計画外抜管が突然起きて、その場で気管カニューレを再挿入しなさいと言
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われてもできるものではありません。気管切開をしているお子さんは主治医が定期的に診

察をしていますので、その診察時にカニューレ交換の実際をあらかじめ見学（許されれば実

習）しておくことを推奨します。 

 

文献 

１）文部科学省初等中等教育局特別支援教育課：看護師による気管カニューレの事故抜去
等の緊急時における気管カニューレの再挿入について．；
https://www.mext.go.jp/content/20200525-mxt_tokubetu02-000007449_8.pdf（令和 3 年
11 月 30 日確認） 
２）日本小児医療保険協議会重症心身障害児（者）・在宅医療委員会：学校における医療行
為の判断，解釈についての Q&A．日本小児科学会雑誌 124（6）；1054-1060，2020． 
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胃瘻事故抜去時の対応（胃瘻ボタンが 14fr-22fr であると設定） 

広島県医師会特別支援学校・医療的ケア検討会 

 

1. 基本的にすぐに生命に直結する事態ではないので、落ち着いてください。以

下の体位は仰向けで行います。 

2. 事故抜去した胃瘻ボタンを確認します。バルーンが膨らんでいないなら、水

道水にぬらしてそのまま、無理をせず瘻孔に押し込み、胃瘻ボタン自体を腹

壁にテープで大きく×状に固定します。そして病院に連絡、すぐに受診しま

す。救急車は不要です。 

3. 胃瘻ボタンがうまく挿入できない、または胃瘻ボタンのバルーンが膨らんで

いるようなら、本人持ちのネラトンカテーテルを使用します。 

4. ネラトンカテーテルの接続部を折り、輪ゴムでとめます。 

5. 先端から 6cm の部位にマジックで印をつけ、水道水でカテーテルをぬらして

胃瘻口にマジックの部位まで（6cm）挿入し腹壁にテープで大きく×状に固

定します。そして病院に連絡、すぐに受診します。救急車は不要です。 

6. カテーテルがきつくて入らない場合（数時間以上経過していると思われます）

は、無理をせず、速やかに病院に連絡、すぐに受診します。救急車の使用を

検討してください。 
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患児の手持ち準備物品： 

サフィードネラトンカテーテル 

固定用テープ 

輪ゴム 

 

以上 

2024 年 3 月 
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研修資料 

 

〇医療的ケア児の理解と医療的ケア実施上の注意点 

広島県立障害者療育支援センター 

副センター長兼わかば療育園長 馬渡英夫 

 

〇呼吸不全の理解と指導方法及び対応方法 

 広島都市学園大学健康科学部リハビリテーション学科 

准教授 馬屋原康高 

 

（役職等については、令和２年現在） 
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教
育
局
特
別
支
援
教
育
課

長
，
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
学
生
・留

学
生
課
長
通
知

（参
考
）平

成
26
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て

平
成
26
年
３
月
５
日
付
け
保
発
03
05
第
１
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知

（参
考
）診

療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て

平
成
26
年
３
月
５
日
付
け
保
医
発
03
05
第
３
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課
長
，
厚
生
労
働
省
保

険
局
歯
科
医
療
管
理
官

21
学
校
に
お
け
る
て
ん
か
ん
発
作
時
の
座
薬
挿
入
に
つ
い
て

平
成
28
年
２
月
29
日
付
け
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
健
康
教
育
・食

育
課
事
務
連
絡

22
医
療
的
ケ
ア
児
の
支
援
に
関
す
る
保
健
，
医
療
，
福
祉
，
教
育
等
の
連
携
の
一
層
の
推
進
に
つ
い
て

ht
tp
s:
/
/w
w
w
.m
hl
w
.g
o
.jp
/w
e
b/
t_
d
o
c
?d
at
aI
d=
00
tc
2
00
0&
da
ta
T
yp
e=
1&
pa
ge
N
o
=1

平
成
28
年
６
月
3日

医
政
発
06
03
第
３
号
雇
児
発
06
03
第
４
号
障
発
06
03
第
２
号
府
子
本
第
37
7号

28
文
科
初
第
37
2号

厚
生
労
働
省
医
政
局
長
，
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・児

童
家
庭
局
長
，
厚
生
労

働
省
社
会
・援

護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
，
内
閣
子
ど
も
・子

育
て
本
部
統
括
官
，
文
部
科
学
省
初

等
中
等
教
育
局
長

23
学
校
に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

ht
tp
s:
/
/w
w
w
.m
ex
t.
go
.jp
/a
_m
en
u/
sh
o
to
u/
to
ku
be
tu
/m
at
er
ia
l/
1
41
45
96
.h
tm

平
成
31
年
３
月
20
日
付
け
30
文
科
初
第
17
69
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知

13 17 20
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24
医
療
的
ケ
ア
児
に
関
わ
る
主
治
医
と
学
校
等
と
の
連
携
等
に
つ
い
て

ht
tp
s:
/
/w
w
w
.m
ex
t.
go
.jp
/c
o
nt
en
t/
20
20
05
25
-m
xt
_t
o
ku
be
tu
02
-0
00
00
74
49
_0
4.
pd
f

令
和
２
年
３
月
16
日
付
け
元
文
科
初
第
17
08
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知

25
小
学
校
等
に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア
実
施
支
援
資
料
～
医
療
的
ケ
ア
児
を
安
心
・安

全
に
受
け
入
れ
る
た

め
に
～

ht
tp
s:
/
/w
w
w
.m
ex
t.
go
.jp
/a
_m
en
u/
sh
o
to
u/
to
ku
be
tu
/m
at
er
ia
l/
1
34
02
50
_0
0
00
2.
ht
m

令
和
３
年
６
月
　
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
特
別
支
援
教
育
課

26
医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て

ht
tp
s:
/
/w
w
w
.m
ex
t.
go
.jp
/c
o
nt
en
t/
20
21
09
24
-m
xt
_t
o
ku
be
tu
01
-0
00
00
74
49
_1
.p
df

令
和
３
年
９
月
17
日
付
け
文
科
初
第
10
71
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知

27
令
和
４
年
度
診
療
報
酬
改
定
を
踏
ま
え
た
医
療
的
ケ
ア
児
に
関
わ
る
主
治
医
と
学
校
医
等
と
の
連
携
等

に
つ
い
て

ht
tp
s:
/
/w
w
w
.m
ex
t.
go
.jp
/c
o
nt
en
t/
20
22
05
27
-m
xt
_t
o
ku
be
tu
01
-0
00
00
74
49
_0
1.
pd
f

令
和
４
年
４
月
１
日
付
け
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
特
別
支
援
教
育
課
事
務
連
絡

28
学
校
等
に
お
け
る
て
ん
か
ん
発
作
時
の
口
腔
用
液
（ブ

コ
ラ
ム
®
）の

投
与
に
つ
い
て

令
和
４
年
７
月
19
日
付
け
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
健
康
教
育
・食

育
課
等
事
務
連
絡

29
医
師
法
第
17
条
、
歯
科
医
師
法
第
17
条
及
び
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
3
1条

の
解
釈
に
つ
い
て
（そ

の
２
）

令
和
４
年
12
月
１
日
付
け
医
政
発
12
01
第
４
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知

30
学
校
等
に
お
け
る
重
症
の
低
血
糖
発
作
時
の
グ
ル
カ
ゴ
ン
点
鼻
粉
末
剤
（バ

ク
ス
ミ
―
®
）投

与
に
つ
い
て
令
和
６
年
１
月
25
日
付
け
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
健
康
教
育
・食

育
課
等
事
務
連
絡

31
医
師
法
第
17
条
、
歯
科
医
師
法
第
17
条
及
び
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
3
1条

の
解
釈
に
つ
い
て
（そ

の
３
）

令
和
７
年
12
月
26
日
付
け
医
政
発
12
26
第
12
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
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